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プ ロ グ ラ ム（目 次） 

 ９月１６日（木）  
 
8:25  受付開始 
9:25  開会 
 
9:30～11:10 セッション A（労働統計研究部会企画）：併行セッション 
 国内外における就業実態の統計分析            会場：経済学部 202号教室   

コーディネーター：水野谷武志（北海学園大学）

座長：芳賀寛（中央大学）

１．小野寺剛（立教大学）

####################現代日本における転職行動
―就業構造基本調査匿名データによる統計分析― ･････････････（ $）

２．村上雅俊（関西大学）

###################ワーキングプアの日加比較･･･････････････････････････････････････（ %）
３．松丸和夫（中央大学）

####################ドイツの非正規雇用に関する統計
―ミクロセンサスの活用―･････････････････････････････････（ &）

予定討論者：水野谷武志（北海学園大学）

11:20～12:00 チュートリアル 
 チュートリアル                           会場：経済学部 202号教室   

コーディネーター：プログラム委員会

匿名データの提供と利用申請について 小林良行（一橋大学'・森博美（法政大学'
････････････････････（ (） 

 
9:30～12:00 セッション E（自由論題）：併行セッション 
 海外のセンサス動向とその周辺            会場：経済学部 201号教室   

座長：山田茂（国士舘大学），上藤一郎（静岡大学）

１．坂田大輔（横浜国立大学・院）

######################独立後インドにおける標本調査論争
―ガドギル＝マハラノビス論争を中心に―･･･････････････････（)*）

２．岡部純一（横浜国立大学）

#####################途上国村落の出生登録データに関するミクロレベルの検証･･････････（)$）
３．吉田央（東京農工大学）

######################韓国の統計改革とセンサスの動向･･･････････････････････････････（)%）
４．山口秋義（九州国際大学）

#####################ロシア統計改革の四半世紀―制度の視点から―････････････････････（)&）



""
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###################### FG8 71@:H8C9 @A I;99"32 .636"96"B9J FG"2K"2< @A .BG@H31････････（)(）

６．浜砂敬郎（経済統計学会九州支部）

#####################ドイツの $*))年統計登録型センサスについて･････････････････････（$*）

12:00～13:00 昼休み 
 
 
13:00～14:00 会員総会（経済学部 202号教室） 

14:00～17:30 セッション B（プログラム委員会企画）：共通セッション 
 地域・地点情報と統計―課題と展望―                        会場：経済学部 202号教室   

コーディネーター：プログラム委員会

座長：岩崎俊夫（立教大学'，池田伸（立命館大学'
１．森博美（法政大学）

#####################ジオコードによる統計の情報価値の拡張可能性について････････････（$$）
２．菊地進（立教大学）

####################企業と雇用をめぐる地方統計情報と行政施策･････････････････････（$%）
３．坂田幸繁（中央大学）

#####################標本調査データからの地域情報の抽出可能性をめぐって････････････（$&）
４．伊藤伸介（明海大学）

####################地域分析におけるミクロデータの可能性について
―イギリスのセンサスデータを中心に―･････････････････････（$(）

５．小西純（統計情報研究開発センター）

###################統計情報に関する諸課題とL-.の利用可能性･･･････････････････････（M*）
予定討論者：山田満（経済統計学会関東支部），金子治平（神戸大学），佐藤智秋（愛媛大学）

 
 
17:45～19:30 懇親会（会場：大分大学生協） 
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９月１７日（金） 

 
9:00～11:10 セッション C-１（ミクロ統計研究部会企画）：併行セッション 
 ミクロ統計の利用をめぐって                   会場：経済学部 202号教室   

コーディネーター：伊藤伸介（明海大学）

座長：坂田幸繁（中央大学）

１．江口尚孝（上智大学・院）

######################全国消費実態調査による予備的貯蓄の検証
―疑似パネルデータの作成と家計消費の慎重度の推定―････････（M$）

２．栗原由紀子（中央大学・院）

######################同一行動からみた生活時間のモデル分析
―家族の相互規定性を考慮して―･･････････････････････････（M%）

３．出島敬久（上智大学）

#####################子育て関連支出と母親の就業・非就業の関係･･･････････････････････（M&）
４．安井浩子（統計情報研究開発センター）・米澤香（統計情報研究開発センター）・

杉橋やよい（金沢大学）・金子治平（神戸大学）

#####################イギリスにおける社会保障給付の捕捉率推計方法についての検討････（M(）
予定討論者：林田実N北九州市立大学'

9:00～11:10 セッション F（自由論題）：併行セッション 
 所得，利潤，年金，統計品質など             会場：経済学部 201号教室   

座長：木村和範（北海学園大学），芳賀寛（中央大学）

１．畠中亨（中央大学・院）

#####################所得代替率と公的年金の同一世代内格差･･････････････････････････（%*）
２．秋保親成（中央大学）

####################国民経済計算に基づく利潤率の分析
―現代資本主義の蓄積構造を視野に―･･･････････････････････（%$）

３．藤井輝明（大阪市立大学）

#####################世帯所得と個人所得････････････････････････････････････････････（%%）
４．水野谷武志（北海学園大学）

######################欧州統計システム（+..）における統計品質活動の到達点･･･････････（%&）
５．伊藤陽一（法政大学日本統計研究所）

######################利用者本位の統計活動
―統計の品質論を材料にして―･････････････････････････････（%(）

11:10～12:10 セッション C-２（ミクロ統計研究部会・プログラム委員会企画）：共通セッション 
 教育用ミクロデータとは                   会場：経済学部 202号教室   

コーディネーター：坂田幸繁（中央大学）

座長：菊地進（立教大学）

１．小林良行（一橋大学）

#####################統計教育のための疑似個別データ作成について････････････････････（O*）



">

２．［招待報告］

山口幸三・秋山裕美・後藤武彦（以上，独立行政法人統計センター）・伊藤伸介（明海大学）

######################教育用ミクロデータ作成の試み
―政府統計ミクロデータの利用拡大に向けて―･･････････････（O$）

12:10～13:10 昼休み 
 
 
13:10～15:20 セッション D（ジェンダー統計研究部会企画）：併行セッション 
 日本の統計改革とジェンダー統計の強化                        会場：経済学部 202号教室   

コーディネーター：杉橋やよい（金沢大学）

座長：鷲谷徹（中央大学）

１．杉橋やよい（金沢大学）

######################ジェンダー統計に関わる政府指針の検討
―統計基本計画と第 M次男女共同参画基本計画N案'を中心に―･･･（O%）

２．福島利夫（専修大学）

#####################リプロダクティブ・ヘルス／ライツと統計･････････････････････････（O&）
３．中野洋恵（国立女性教育会館）

#####################教育統計の現状と課題―ジェンダー統計の視点から―･･････････････（O(）
４．伊藤純（昭和女子大学）

###############生活の社会化に伴う新家計支出の把握とジェンダー統計整備の課題･･････（&*）
予定討論者：伊藤陽一（法政大学日本統計研究所）

13:10～15:20 セッション G（自由論題）：併行セッション 
 SNAと産業連関の諸問題            会場：経済学部 201号教室   

座長：松川太一郎（鹿児島大学）

１．櫻本健（立教大学・院）

#####################経済センサス導入を受けた年次供給使用表推計に関する研究････････（&$）
２．佐藤拓也（中央大学）・東浩一郎（東京立正短期大学）

#####################経済理論における諸指標の計測―公式統計利用上の課題―･･････････（&%）
３．橋本貴彦（島根大学）

#####################産業連関データを用いた生産性指標に関する比較検討･･････････････（&&）
４．作間逸雄（専修大学）

#####################生産境界再考･･････････････････････････････････････････････････（&(）
５．泉弘志（大阪経済大学）

#####################投下労働量計算と生産物及び労働の境界･･････････････････････････（P*）
 
15:20  閉会 
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現代日本における転職行動 

‐就業構造基本調査匿名データによる統計分析‐ 

小野寺 剛（立教大学） 

本報告での課題設定は，過去の転職経験，及び前職の離職理由別の転職経験が現職の転職希望

意識や「積極的転職希望意識」（求職活動を行う転職希望）に与える影響を明らかにして，数学的

手法によってそれらの関連性を検証することである。

 

１．「転職経験」「転職希望」の雇用形態別にクロス集計分析 

分析結果から，男性全体の転職希望率は "#$%%％，そのうち転職経験のない就業者の転職希望
率が &$'(％，転職経験ありの就業者の転職希望率は "%$#"％となっており，その特化係数（転職
経験あり就業者転職希望率／全就業者転職希望率）は "$#)" である。この結果から，これまでの
転職経験が転職希望意識，転職希望率の上昇に影響をあたえていることが明らかとなっている。

女性についてみると，転職希望率が "*$+"％，転職経験なしの就業者の転職希望率が ",$&+％，転
職経験ありの就業者の転職希望率が "%$,(％，特化係数は "$"") であった。この結果からは，転
職経験が転職希望意識に与える影響は男性と同様「ある」と判断することができる。

また，転職経験は主に正規雇用就業者の転職希望意識・転職希望率を上昇させる要因となり，

その影響は特に男性就業者に強く表れ，女性は男性に比べ転職希望意識を持ちやすいが，転職経

験が転職希望意識に与える影響は男性よりもより限定的であること，が明らかとなっている。

２．転職理由別転職経験と転職希望意識の関連分析 

前職離職理由別にみると，「定年による退職」経験者の転職希望率が非常に低く，同特化係数も

極めて小さい。女性についてみてみると，転職希望率特化係数で１項目だけ，「結婚」による離職

経験者の数値が極端に低い。一方その他転職理由別に特化係数をみると，男性では「人員整理の

ため」，「会社倒産のため」といった理由による転職経験者の転職希望特化係数が高くなっており，

転職希望意識を押し上げる影響を与えていることが読み取れる。女性でも概ね同様の傾向である。

したがって，離職理由別転職経験に関しては，男性では「定年」，女性では「結婚」を理由とす

る転職は転職希望意識を引き下げるよう影響し，その他はほとんどすべての理由による離職経験

が，現職の転職希望意識の引き上げに大きく影響を与えていることが明らかとなっている。

３．転職経験と「積極的転職希望者」の関連分析 

転職希望者のうち，実際に求職活動を行っている就業者を「積極的転職希望者」と定義し，転

職経験，前職離職理由別の転職希望意識を分析した。男性就業者全体での，転職経験あり就業者

の転職希望率特化係数は "$(*，女性については "$*#で，男性女性どちらにおいても，転職経験あ
りの特化係数のほうが高い結果となっている。つまり転職経験があるほうが積極的転職希望意識

（つまり転職を希望し実際に求職活動まで行う意識）が高いことを意味し，転職経験が積極的転
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職希望率に明らかに影響を与えていることを表わしている。また，転職理由別転職経験が積極的

転職希望意識に与える影響は，概ね全転職希望意識に与える影響と傾向が類似し，その程度は特

に「人員整理」などの「会社都合転職」を理由とする転職経験者において顕著である，というこ

とが明らかとなっている。

４．転職希望意識・積極的転職希望意識に関するモデル分析 

目的とする変数が「転職を希望するか否か」，もしくは「求職活動を行うか否か」であり，説明

変数は「転職経験があるか」「転職理由」といったカテゴリカルデータのため，二項ロジスティッ

ク分析の手法が適切であると考え選択した。

モデルは以下の (つを設定している。
①目的変数＝転職希望意識（継続就業を希望する，転職を希望する）

 説明変数＝年齢，性別，雇用形態，所得，学歴，転職経験

②目的変数＝転職希望意識（継続就業を希望する，転職を希望する）

 説明変数＝年齢，性別，雇用形態，所得，学歴，転職理由

③目的変数＝積極的転職希望意識（何もしていない，求職活動をしている）

 説明変数＝年齢，性別，雇用形態，所得，学歴，転職経験

④目的変数＝積極的転職希望意識（何もしていない，求職活動をしている）

 説明変数＝年齢，性別，雇用形態，所得，学歴，転職理由

 ①のモデルについてみてみると，転職経験についてオッズ比が "$%"であることから，転職経験
は転職希望意識を引き上げるよう影響する，プラスに有意の関連があることがわかる。この結果

は，クロス集計表と特化係数で行った分析結果に合致している。②のモデルでは，離職理由は転

職希望意識に影響を与えること，なかでも人員整理を理由とした転職が最も影響していることが

読み取れる。逆に「結婚」についてはオッズが低く，転職希望意識を引き下げる方に影響を及ぼ

していることがわかる。

③のモデルについて転職経験についてみてみると，プラスで有意，オッズ比 "$&%で，転職希望
意識よりも積極的転職希望意識との間により強い関連性があることが示されている。④のモデル

では「結婚」「育児」についてが，オッズ比が低くなっており，積極的転職希望意識を引き下げる

影響を与えていることが示されている。これらの点は，クロス集計から得られた特徴に合致し，

その他変数についても，転職希望意識と概ね同様の傾向を示していることが明らかになった。

※集計表その他は紙数の関係上ここでは割愛する。報告当日には補足説明を付した資料，ならび

に集計結果，ロジットモデル分析の結果表を配布するので，詳細はそちらを参照。
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ドイツの非正規雇用に関する統計 

 ‐ミクロセンサスの活用‐ 

松丸 和夫（中央大学）

１．ドイツの非典型雇用‐その定義 

 "#のなかで労働規制が比較的強いと言われているドイツでも、「非典型雇用」の増加が注目さ
れている。本報告では、$%%&年 '月に公表されたドイツ連邦統計局の「ドイツの労働市場におけ
る非典型雇用」（  $%%&、の内容を
紹介し、「非典型雇用」の現状を考えることにする。

 ドイツの非典型雇用の定義は、その対極に「典型雇用」（標準労働）を置き、それに該当しない

雇用すべてを指している。ドイツにおける典型雇用とは、①フルタイムでの活動あるいは通常の

週労働時間の半分以上働くパートタイム労働、②期限の定めのない雇用契約関係、③社会保障諸

制度への加入、④労働関係と雇用関係の同一性、という理解が一般的である 。

これらの指標から排除された対極の「非典型雇用」とは、次の諸指標の一つあるいは複数に該

当する従属的雇用関係であり、①有期雇用契

約、②週労働時間が $%時間以下のパートタイ
ム雇用、③時間雇用関係、④軽微雇用の (つ
のメルクマールで定義される。

 

２．増加する非典型雇用 

 表 1の通り、)''*年から $%%*年にかけて、
典型雇用は )+% 万人以上減少したが、逆に非

典型雇用は、+)%万人から *,&万人へと $+%万人以上増加している。雇用者総数に占める非典型
雇用の割合も )''*年の )*-+.から $%%*年には過去最高の $+-+.に達した。

３．非典型雇用の種類別動向 

 次の表２にみられるように、非典型雇用の種類別にみると、一番多いのがパートタイム労働で、

)''*年の //'万人から $%%*年には ('+万人に増加し、全雇用者に占める割合も ),-(.と過去最
高水準である。軽微雇用と有期雇用契約もそれぞれ増加し、とりわけ時間契約雇用は )% 年間に
/倍以上の増加となっている。複数の非典
型雇用の種類に該当する雇用者がいるの

で、一部の数値は重複を含んでいる。

日本の雇用統計における雇用形態別区

分と比べると、ドイツのミクロセンサスで

は、非典型雇用を把握する際にできるだけ

明白な数値基準を採用する努力が成され

表1 典型・非典型別雇用の推移 単位：千人

年 総数 典型雇用 非典型雇用

1997 29,120 24,020 5,100
1999 29,450 23,640 5,810
2001 29,730 23,740 5,990
2003 28,960 22,830 6,130
2005 28,830 22,080 6,750
2007 30,180 22,490 7,680

出所： "Atypische Beschäftigung"2008 S.7

表２ 非典型雇用の種類別推移 単位：千人、%

年 実数

全
雇
用
者
に

占
め
る
割
合

実数

全
雇
用
者
に

占
め
る
割
合

実数

全
雇
用
者
に

占
め
る
割
合

実数

全
雇
用
者
に

占
め
る
割
合

1997 3,390 11.7 1,310 4.5 1,820 6.3 180 -
1999 3,830 13.0 1,740 5.9 2,170 7.4 250 -
2001 4,130 13.9 1,820 6.1 2,090 7.0 310 -
2003 4,420 15.3 1,950 6.7 1,970 6.8 300 -
2005 4,680 16.2 2,430 8.4 2,390 8.3 410 -
2007 4,950 16.4 2,770 9.2 2,660 8.8 610 2.0

出所:op.cit..S.11

パートタイム 軽微雇用 有期契約雇用 時間契約雇用

6



ている。「非典型雇用はしばしば不安定雇用と同様にみられがちであるが、それと同一視されるべ

きではない。不安定雇用関係とは、一個人の生計を長期にわたって安定させ、そしてあるいはそ

の個人に対する社会保障を確実にするのにふさわしくない働き方である。非典型雇用を不安定雇

用に含める際には、労働者男女のそれまでの労働生涯の経過と家計の脈絡の中で、その個人的生

活環境も観察されるべきである。」0123456789 :9678;<25=>?=0 $%%&､@-,

４．雇無業主等の増加 

 )''*年から $%%*年の間に、自営業者は //)万人から /&(万人へと +/万人増加した。その内、
雇用労働者を使用しない「雇無業者」は ),$万人から $)$万人へと +%万人増加し、「雇無」の起
業者も (万人増加したから、この間に増加した自営業者はもっぱら「雇無」であった。

５．標準労働関係のウェイト変化 

 ミクロセンサスによる産業別の標準労働関係の比率が過去 )% 年間でドラスティックに低下し
たのは、第 )に商業・修繕・顧客サービスで、*&-%.から ,*-%.に低下している。第 $に、不動
産・対事業所サービスで、*+-%.から ,,-%.へ低下している。第 /に、公共サービス関係で *$-).
から ,(-%.への低下である。
他方、過去 )%年間で標準労働関係の比重にほとんど変化が見られないのは、エネルギー・水供
給業の '/-).から '%-+.への微減、信用・保険業の &,-(.から &/-+.への微減、公共行政の &/-%
から &/-)への微増である。ここで注目すべきは、製造業の標準労働関係が依然として &%.台を維
持していることである。労働協約や社会保障の適用を受ける労働者の比率は &割から '割という
のが製造業の水準だということである。

６．非典型雇用諸形態の動向 

 ドイツでは非典型雇用の形態として、①週 $%時間以下就業のパートタイム雇用、②軽微雇用、
③期限付き雇用、④いわゆる時間労働、⑤貸し工あるいは被用者派遣が区分されている。しかし

これらの区分は、同一の労働者が複数の形態に当てはまることを排除しない。たとえば、期限付

き雇用でかつ派遣労働であるもの、パートタイムで軽微雇用に該当する場合などである。実は、

このような非典型雇用の重複こそが、非典型雇用総量の推計を困難にしている。さらには、社会

階層としての不安定就業層を量的に把握する困難さもこの点に由来する。

７．ワーキングプアと非典型雇用・雇無業主 

 非典型雇用の増大が不安定就業の増加に寄与し、さらにはワーキングプア増加の原因となるこ

とを実証するためには、ミクロセンサス等を活用して、就業と所得関係を中心にしながら世帯関

係、社会保障の諸条件を含めた分析が必要となる。この点についての試論は、大会報告にて展開

する予定である。 

7



【チュートリアル】 

匿名データの提供と利用申請について 

日本統計研究所ミクロ統計情報提供ユニット 

 

法政大学日本統計研究所では、一橋大学経済研究所、神戸大学大学院経済学研究科とともに、

独立行政法人統計センターとの連携協定により、政府統計のミクロデータ（匿名標本データ）の提

供に係る利用相談、データ提供等の業務を行っています。 

 

１．大学においてミクロデータを利用できる方 

 日本統計研究所ミクロ統計情報提供ユニットでは下記の方々を対象に匿名データの提

供を行います。

 ①大学や学術研究を目的とする機関に所属する研究者

（指導教員の指示により、大学院生・学部学生が提供された匿名データを用いた研究の補助に

携わる場合、又は同一の匿名データを用いて指導教員と学生が共同研究を行う場合は、申出

者は指導教員とし、利用者の範囲は指導教員及び学生となります。） 

②大学や学術研究を目的とする機関に所属する大学院生

 （大学院生等が個人として、提供された匿名データを用いて研究を行う場合は、当該大学院生

等が申出者及び利用者となります。）

 ③大学等の高等教育機関において講義･演習（以下「講義等」という。）の教育を行う教

員又は当該機関

（指導教員が、提供された匿名データを用いて自ら講義等の資料を新たに作成して配付する場

合は、当該指導教員が申出者及び利用者となります。なお、指導教員が提供された匿名データ

をそのまま学生に利用させて講義や演習（卒業論文の作成等）を行う場合は、申出者を指導教

員とし、利用者の範囲は教員及び講義及び演習で利用する者全員となります。また、教育目的

で利用する場合、指導教員は、利用者である学生に対し、あらかじめ統計利用に係る倫理教育

（制度、遵守事項、罰則等の教育）を行う必要があります。）

 

２．現在提供されているミクロデータ 

現在，下記４つの調査から再抽出により作成された匿名データを提供しています。

①住宅統計調査（平成５年）及び住宅・土地統計調査（"# 年，"$ 年）
②就業構造基本調査（平成４年，９年，"% 年）
③社会生活基本調査（平成３年，８年，"& 年）
④全国消費実態調査（平成元年，６年，"" 年，"' 年）

３．データの管理 

提供される匿名データの秘密の保護を担保するために，申出者には匿名データの提供媒

体を利用場所内の施錠可能なキャビネット等の中で保管するなどのデータの適正管理義務

が課されます。

４．PC の使用場所について 

 研究室のように不特定多数が出入りしない場所での使用が原則ですが、パーテションで
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区切られた場所で PC の秘密保護対策が取られている場合には利用可能です。 

 

５．利用ソフトの制約 

 データのセキュリティ確保のため、解析の際には、PC をネットワークから外して使用してもらう必要

があります。従って、常時接続を使用の条件とする解析ソフト（例えば特定のバージョンの Stata）の

使用は認められていません。 

６．利用の手続き 

匿名データの利用にあたっては、データの提供元である独立行政法人統計センターによ

る利用申出の承認を受ける必要があります。

なお，利用申出が承認され匿名データの提供を受ける際には、所定の手数料（" ファイ
ル当たり約 ($## 円）を統計センターに納付しなければなりません。
 

７．利用可能な期間 

 利用者のデータ受領日から起算して上限 3 年間使用できます。さらに、1 回に限り最長 2 年間の

利用延長を申請することができます。なお、利用期間が１年を超える場合は、定期的（１年経過の

都度、１か月以内）に「匿名データ管理状況報告書（様式第８号）」を提出する必要があります。 

 

８．研究成果等の公表 

匿名データを利用して行った学術研究については、学会誌や紀要等に論文として公刊あ

るいは学会等で報告するなどして、研究成果を広く社会に還元していただきます。（修士論

文や博士論文作成のためだけの利用は、研究成果の社会への還元とはみなされません。）

 

学会当日（16日）のチュートリアルにおいては、申出書等の申請書類の書き方について要点を解

説するとともに、出席者の方々からのご質問にお答えします。なお、各データの形式やフォーマット、

利用条件、申請手続き等については、詳しくは、日本統計研究所のサイト

http://www.hosei.ac.jp/toukei/micro/index.html   

をご参照ください。 

利用相談，申出書の提出(随時受付） 

データの受領，集計・分析 

データの返却，データ消去の報告 

研究・教育の成果発表，利用実績の報告 

依頼書・誓約書の提出，手数料納付 

承諾通知の受領 
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独立後インドの標本調査論争 

ガドギル＝マハラノビス論争を中心に 

坂田 大輔（横浜国立大学）

 独立後のインドでは，国民所得推計や政策形成に必要となる統計情報に，多くの深刻な欠落部

分（gaps）が存在することが明らかになり，1949年末頃までには，統計情報を質量ともに向上さ

せることが急務となっていた。このような政策上の要求に応える形で，1950年に，インド統計情

報の欠落部分を補完するための調査として成立したのが，全国標本調査（National Sample Survey: 

以下 NSSと略）である（ISI 1952, NIC 1954）。この NSSは，現在，世界でも最大級かつ多目的な

標本調査制度になっている。にもかかわらず，インドのような開発途上国において，なぜこのよ

うな標本調査制度が発展していったのかについては，十分に明らかにはされていない。 

 しかし，NSSについて，NSSの成立に深くかかわった P.C. マハラノビス（1883～1972）と D. R. 

ガドギル（1901～1971）1による論争が NSSの成立直後にすでになされてはいる2。このガドギル＝

マハラノビス論争は，インドのような開発途上国において，標本調査法を利用する意義について

研究する上で，非常に重要な研究素材である。なぜなら，本論争は，第 1 に，インド独特の社会

経済状況，例えば，国民所得委員会（national income committee： 以下 NIC と略）が指摘する

ように，自家消費や物々交換に代表される非市場的・非貨幣的な経済が広がり，高い非識字率な

ど情報収集に制約があり，経済的機能が未分化である（NIC 1954），といった社会的特性を土台と

し，第 2 に，マハラノビスとガドギルという，独立後インドの統計制度形成と開発政策策定の中

心人物たち3によって展開された，標本調査論争であったからである。 

 しかし，そのような重要性にもかかわらず，この論争について十分な検討はなされていない。

そこで，本報告では，第 1 回 NSS に関する GIPE の報告書“Report on Poona Schedules of the 

National Sample Survey (1953)”に収録された論争の経過を中心に，独立後インドおける NSS成

立の意義を研究することで，NSS がインドのような開発途上国において発展した要因について考

察を試みていくものである。 

  

1 NSS設立に関する計画概要はマハラノビスによって作成された。第 1回 NSSの計画・実施は，マ

ハラノビスによって設立されたインド統計研究所（Indian Statistical Institute）に，ガドギ

ルが所長を務めるゴーカレ政治経済学研究所（Gokhale Institute of Politics and Economics：

以下 GIPEと略）が協力する形で行われている。 
2 論争は，第 1回 NSS調査中の 1951年 1月 21日にガドギルからマハラノビスらに手渡された小

ノートから始まり，マハラノビスの海外視察のため，1951年 3月 31日に GIPEの V. M.ダンデカ

ールがマハラノビスに送った書簡をもって終了している。 
3 独立後インドの統計制度形成において，統計情報の欠落部分について，主に国民所得推計の観

点から指摘を行った NICは大きな影響を持っていた。この NICにおいて，マハラノビスは議長を

務め，ガドギルもその一員であった。一方，開発政策策定においても，両者は大きな影響力を持

っていた。例えば，第 2次五カ年計画では，ガドギルは計画策定のために設置された経済学者パ

ネルの副議長であった。マハラノビスは経済学者パネルの一員ではなかったが，計画草案の作成

において中心的な役割を担い，計画の策定における事実上の中心であった。
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Part I （A）全国的推計値を得ることを目的とした全国調査 

（B）Part Iの（A）を改善することを目的とした方法の調査と研究 

Part II（A）既存の国家統計上に存在する地域的な情報の欠落部分の補完を目的とした地域調査 

（B）経済システムの特定部分における実際の運営もしくは特定の経済活動に関連する 

問題について研究することを目的とした特別調査 

 

インド統計情報の欠落部分を補完するためにどのような調査を行うべきか，という点が本論争

における最大の論点であった。上記の Part Iと Part IIは，GIPEの V.M. ダンデカールが，一連

の論争の最後となる書簡で示した論点整理である。マハラノビスが，欠落部分の補完にとって重

要と考えた調査は，全国標本を用いた任意抽出標本調査であった。ガドギル側は，この全国標本

を用いた任意抽出標本調査が採用された第 1 回 NSS を Part I（A）に相当すると考えたが，それ

を重要とは考えなかった。インドの社会経済状況から，彼が重視すべきと考えたのは Part II の

調査であった。ガドギルによれば，Part IIでは，全国で一律の調査を行う必要がなく，特に Part 

II（B）では，Part I (A)によって収集される情報と比べて，「調査において収集される情報が，

必然的にはるかに詳細であるから，抽出手順とりわけその任意性(randomness)について修正する

ことを提言したい」（Dandekar 1953 p.211）とした．これは，任意性こそが，標本に代表性をも

たらす根本概念である，と考えるマハラノビスの見解とは大きく異なる（Mahalanobis 1950）。ガ

ドギルのこのような見解は，ガドギル達 GIPEが，特定の地域・集団・活動などを詳細かつ多面的

に分析する「モノグラフ（monograph）」による調査経験を蓄積していたことと無関係ではないだ

ろう。ガドギルは，Part I（A）に相当する第 1回 NSSで，Part IIで調査すべき欠落情報までも

調査範囲に収めようとした，マハラノビスのあまりにも「野心的な（ambitious）」（Dandekar 1953, 

p.204）試みを疑問視した。インドの社会経済状況から，第 1 回 NSS，すなわち，Part I（A）の

正確性と将来的な可能性について批判を展開したガドギルは，Part IIで調査すべき部分を，Part 

I（A）から分離させて，Part I（A）の調査範囲を大幅に縮小すべきと主張したのである。 

参照文献  

[1]Dandekar, V.M., Report on the Poona Schedule of the National Sample Survey, Gokhale 

Institute of Politics and Economics, 1953.  

[2]Indian Statistical Institute, The National Sample survey: General Report No. 1 on The 

First Round October 1950 - March 1951, The Department of Economic Affairs: Ministry of 

Finance: Government of India, 1952.  

[3]Mahalanobis, P.C., “Why Statistics?,” Sankhya, Vol.10 Part 3, 1950.  

[4]National Income Committee, First Report of the National Income Committee, The Department 

of Economic Affairs: Ministry of Finance: Government of India, 1951. 
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途上国村落の出生登録データに関するミクロレベルの検証 

2つのインド村落自治体に関するNGOの全数調査を照合基準にして 

 岡部 純一（横浜国立大学）

 

1. 問題設定とその背景 

現在、日本の戸籍制度は日本人のほぼ全ての出生・死亡をカバーしている。欧米でも、

きわめて高いカバレッジを誇る出生・死亡登録を有する国は少なくない。ところが、全世

界に目を転じると、出生・死亡登録の制度がうまく機能しない国は、けして少なくない。

国連経済社会局統計部によると、登録制度が実際の出生・死亡の90％未満しかカバーして

いないと推定される国と地域の数は、全世界で半数近くに及ぶ。その中には、インド、イ

ンドネシア、ブラジル、パキスタン、ナイジェリア、バングラデシュなど、開発途上の人

口稠密国が多く含まれているのである。 

本報告は、インドのマハラシュトラ州と西ベンガル州の2つの村落の出生登録について、

"#$の全数調査を比較基準に一件一件照合し、登録漏れの原因と解決について検討を加え
ることである。インドの統計家は、インド国内に年間約1000万件の登録漏れがあり、それ

が、全世界の登録漏れ出生件数の4分の1を占めると推定している(National Statistical 

Commission, 2001)。インドでは全国レベルの標本調査を使った出生・死亡登録の評価体制

が高度に発達しているため、低い登録カバレッジは誰の目にも歴然としている。だが、そ

の原因の究明には、マクロレベルの検証だけではなく、ミクロレベルの検証が必要となる。 

 

 2. 比較基準としての村落住民全数調査データベース 

  途上国の末端地方自治体の行政記録を検証しようとすると、幾つかのデータ上の制約が

ある。インドでは情報公開法(The Right to Information Act, 2005)が施行され、地方自

治体の情報公開が急務となっている。首長が「広い公共的関心により、そうした情報の公

開が正当化される」(第 8条)と判断する場合、学術的閲覧でも許可さることがある。 

  問題は、行政記録を検証する参照基準に堪えうる住民データベースが存在しないことで

ある。10 年間隔のインド人口センサスは、村落毎に集計値が公表されるが、個票レベルの

データは利用できない。日本の住民基本台帳のようなデータベースも存在しない。現在、

2011 年インド人口センサスの世帯リスト準備に付随して、国民人口登録(National 

Population Register)を作成する壮大な実験が進行中だが、その成否は未知数である。そ

の他に、村落自治体には、①母子保健を主管する ICDS (Integrated Child Development 

Services)センターの世帯・住民名簿、②BPL(Below Poverty Line)センサス個票データ(Web

上に実名入りで全て公表)、③選挙人名簿(成人のみ)があるが、その正確性は確かでない。 

 そこで本報告では、インドの "#$: Foundation for Agrarian Studies(%&')< 
http://www.agrarianstudies.org/ > の協力を得て、その "#$が 2つの村落住民について
作成した詳細な全数調査データベース(%&'データと略す)を利用する。これを参照基準に、
出生記録を一件一件照合し、記録漏れ乳幼児の世帯の実態と登録漏れの原因と解決策につ

いて究明する。 
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3. 検証結果の考察̶̶地方分権化と村落出生記録の変化 

  インドの村落には、「出生・死亡登録法, 1969」(Registration of Births and Deaths 

Act,1969)に規定される ()'(Civil Registration System)出生記録がある。これは日本の
戸籍と類似の公式記録である。出生登録のカバレッジは、1995 年段階でマハラシュトラ州

が 80.3%、西ベンガル州が 64.3%と推計されている。だが、それをマハラシュトラ州

Warwat-Khanderao村(総人口 1,308人[2001年人口センサス])の 2002-2007年出生記録と西

ベンガル州 Raina村 Bidyanidhi集落(総人口 669人[2001年人口センサス])の 2005-2009年

出生記録をもとに検証すると、前者の村が 85.4%、後者の集落がほぼ 100%であると確認さ

れた。%&' データで捕捉された Warwat-Khanderao 村の 5 歳以下乳幼児 140 人のうち村内
()'の記録にない乳幼児が 101人、そのうち 82人が村の外の実家や病院の位置する町村内
の ()'に記録されていることがわかった。村内でも村外でも非登録の 18人中 11人がイス
ラム教徒であった。この地域の弱者層に属する住民である。 

 インド村落には、()' 出生記録の他に *(+' 出生記録がある。*(+' 出生記録は母子保
健の日常業務から作成される非公式の出生記録である。()' 出生記録は出生地点で記録さ
れるが、*(+'出生記録は通常の居住地点で記録される。下の図のように Warwat-Khanderao
村内での *(+'出生記録カバレッジは ()'出生記録のそれを上回っている。一方、西ベン
ガル州 Bidyanidhi集落の *(+'出生記録のカバレッジはやはり 100%近い。 
 近年、インドでは地方分権化が進み、出生登録の責任も中央集権的な官僚機構から民選

の村落自治体にシフトしつつある。こうした地方自治の拡充がインド出生登録の向上にも

つながると期待されている。実際、西ベンガル州は 80年代以降民選の共産党州政権の下で、

農村自治の拡充が進められた。村落の貧困な弱者層を優遇する政策も進んでいる。そのこ

とがマハラシュトラ州と西ベンガル州の出生登録漏れの違い無関係とはいえない。さらに、

西ベンガル州 Raina村は、出生地主義の ()'出生記録と居住地主義の *(+'出生記録の調
整に成功している。それに対して、マハラシュトラ州 Warwat-Khanderao村は縦割り行政の

弊害で ()'出生記録と *(+'出生記録の調整に成功していない。地方自治の拡充のために
は、居住地主義で記録された住民記録の再構築が必要になってくる。このように、インド

をはじめとする多くの途上国において地方統計制度の拡充が新たに問われる時代に入って

いる。 
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韓国の統計改革とセンサスの動向 

 

吉田 央（ 東京農工大学 ）

1. はじめに 

韓国では、本年に人口住宅総調査と農漁業総調査、来年には第１回となる経済総調査が実施さ

れる。同時に、韓国でも他の国々と同様に統計改革が進められてきており、これらのセンサスに

おいても重要な改革が実施される。本報告では、韓国の統計改革が、これらのセンサスにどのよ

うな影響を及ぼしているのかについて報告する。

２．韓国の統計改革の経緯 

  "##$年代に、韓国は国連加盟%"##"年&や '()*加盟%"##+年&を実現し、国際社会における
主要なプレイヤーの一つに浮上した。韓国の国際的地位の上昇は、韓国の統計にも大きな影響を

及ぼしている。とりわけ '()*への加盟によって、韓国は統計作成にあたって '()*の基準に
準拠することが要求されることとなった。

 韓国の統計の作成体系は分散型であり、財政企画部%部は日本の省に相当&の外局である統計庁が
国家基本統計の作成や国家統計機関および統計指定などを担当するほか、その他の中央機関・地

方自治体・民間指定機関においても統計が作成されている。分散型の統計制度であるため統計を

作成する機関の数は多いが、大部分の統計作成機関においてその実態は脆弱である。統計庁・農

林部・労働部・韓国銀行以外の機関では、統計専門担当人員が "～,名程度ということも珍しくな
く、統計作成が傘下機関に委託され、さらに傘下機関が民間会社に再委託する状況さえ見られる"。

 このような脆弱な体制の結果、統計調査の正確性・信頼性には疑念をもたれている。また国家

統計の全体を調整する統計庁の機能が弱いため、各省庁において重複する統計が作成され、ただ

でさえ乏しい統計リソースが浪費されている。さらに社会の変動に対応して新しい統計を迅速に

提供する機能が不足しているとみなされている,。

 このような状況を背景として、韓国では "##$年代半ばから積極的な統計制度の整備が着手さ
れ、その一環として ,$$-年 .月 ,日に統計法の全文改正が実現した。

３．センサスにおける統計改革 

韓国では、,$"$年から ""年にかけて、人口住宅総調査・農漁業総調査・経済総調査が実施さ
れる。前述のような統計改革の流れの中で、これらのセンサスについても、以下のような改革が

進められている/。

%0& 人口住宅総調査
 ,$"$年人口住宅総調査は、,$"$年 ""月 "日基準で韓国領土内に所在する内・外国人および住
居が調査対象となる。調査期間は "$月 ,1日から ""月 ,+日までの //日間である。調査項目は、
全数調査 "#項目、標本項目 /"項目である。近年における外国人の増加を反映して、国籍および
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入国年月の調査項目が追加された。また交通手段保有および利用の現況の調査項目が追加されて

いるが、これは低炭素緑色成長政策の推進のための調査項目と位置付けられている。

 また実査においては、前回%,$$1年&調査から実施されたインターネット調査を積極的に実施す
るものとし、全調査世帯の /$％がインターネット調査を選択することを目標としている。インタ
ーネット調査の実施に向けて４回の試行調査が行われたが、そのいずれにおいてもインターネッ

トは他の調査方法（メール・面接・電話）より精度が上回っている。４つの調査方法の中で最も

成績の悪かった電話調査は本番では採用されない予定である。

 なお、次回の ,$"1年調査からは、全数調査項目は基本的に行政資料利用によって調査するも
のとし、全数調査は中止することも含めて検討中である。統計作成のために利用される行政資料

としては、個人納税関係資料、法人・付加価値税関係資料、社会保険関係資料、住民登録関係資

料を利用するための準備が進められている。行政資料を活用できるように既存の統計資料と連携

した統合管理システムの構築を推進し、行政資料の用語、項目、分類方法などに関する標準化を

進める。

%2& 農漁業総調査
 変化する農漁業の構造把握のため、,$"$年農漁業総調査が実施される。調査対象は全国の "/3
万農林漁家であり、調査期間は ,$"$年 ",月 +日から ",月 "-日の ",日間である。
 この調査においても、低炭素緑色成長政策を支援するために新しい項目が追加されるほか、人

口住宅総調査と最大限連携することにより人的・物的インフラおよび共通調査項目を共有して調

査の効率化を図る。

%4& 経済総調査
 既存の産業総調査とサービス業総調査を統合して ,$""年に第１回の経済総調査を実施する。調
査期間は ,$""年 1月 ,/日から +月 "-日までの ,+日間である。
なお、経済総調査とは別の調査であるが、本年度（,$"$年度）から、これまで分散実施されて
きた経済関係の統計調査をまとめて経済統計統合調査として実施されている。

４．おわりに

 これまで継続的にすすめられてきた韓国の統計改革により、センサスも大きな変容を迫られて

いる。これらの統計改革が、統計の正確性・時宜性・信頼性.を向上するためにどの程度効果を発

揮するのか、今後も継続的に注意深く見守っていく必要がある。

" 韓国統計庁『中期国家統計システム改革方針』、,$$+年、.ページ%韓国語&。
, 同上、+～3ページ%韓国語&。
/ 以下の記述は、主として『,$"$年度統計庁業務推進計画』による。
. これは韓国統計法で示されている良質な統計の条件である。
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ロシア統計改革の四半世紀

‐制度の視点から‐

山口 秋義（九州国際大学）

Ⅰ．課題 

"#$%年ゴルバチョフ政権が誕生しペレストロイカの一環として統計改革が開始され、そ
の後ソ連崩壊と市場経済化のなかで統計指標体系と統計作成方法とが大きく変化した。こ

れとあわせて統計制度の何が変更され何が継承されるかもまた注目された。わが国の新統

計法が制定されたのと同じ &''(年に、ロシアにおいても連邦統計法１）が制定され統計制
度改革に一応の区切りがついたと思われる。連邦統計法と関連法規の検討を中心として、

統計改革開始後四半世紀が経過した現時点におけるロシア統計制度の全体像と問題点を示

すのが本報告の課題である。

Ⅱ．集中型から分散型への移行

 "#"$年に設置された中央統計局（現ロシア連邦国家統計庁：以降、ロススタート）は全
ての統計調査を行う中央における単一の組織であり、世界で最初の集中型統計組織であっ

た。他の官庁は業務統計の作成に携わり調査統計は単一組織が担うという集中型統計制度

の骨格は、"#)'年代の計画経済化の過程において形成されソ連崩壊まで概ね継承された。
しかしソ連崩壊後独自に統計調査を行う官庁が現われ、現在ではこのような官庁がロスス

タート以外にも５０を超えるに至った。&''(年連邦統計法は集中型統計制度が事実上崩壊
し分散型となった現状を追認し、諸省庁の統計調査と業務統計の作成に法的根拠を与えた

ものである。

Ⅲ．調整機能

 分散型統計制度には統計活動の調整が不可欠である。諸官庁の統計活動の調整機能はロ

ススタートが担うことが連邦国家統計庁規則２）によって定められている。調整の主たる手

段は次の二つである。

 第一に、調査票と運用規則の作成を諸官庁と共同してロススタートが行うことである。

すなわち、調査票の設計段階において集中的であり実査から公表において分散的である。

調査票は &'')年時点においてロススタート用が &*'種、他官庁用が )%$種であった３）。
 第二に、% ヵ年に亘る連邦統計計画を諸官庁と共同してロススタートが作成することで
ある。現在は &''(‐&'""年を対象とした計画が実施されている４）。
 ロススタートの諸官庁統計活動に対する調整機能は弱く、多くの官庁がロススタートの

要求を無視しているという指摘がある %+。それを裏付けるように、&'"'年 %月の失業者数
はロススタートによると %*'万人であったが連邦雇用庁によると &''万人と大きく食い違
っている６）。

Ⅳ．ロススタート組織編成上の問題点

 最大の政府統計組織であるロススタートの組織編成に関する問題点のうち主たるものを

示す。

第一に、政府内におけるロススタートの位置付けが変更された。&''$ 年 * 月ロススタ
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ートは経済政策を作成と実施を担う経済発展省へ吸収され、ロススタート長官の任命権を

経済発展大臣が持つなど統計組織の中立性が保たれるか危惧される。

 第二に，組織が過去 "'年あまりの間に縮小したことである。職員数は &'')年において
)"，#''人であったが、&''#年には &)，'''人となり約 )分の１が削減された。また予
算も "##$年金融危機以降削減がつづいた。
 第三に、地方組織の規模が大きいことである。地方直轄組織の職員数は全職員の #*％に
あたる &&，''' 人である。地方職員のうち統計学の専門教育を受けた者は &$％に過ぎな
い７）。

第四に、地方組織による集計作業を中央機関が点検することが困難な組織編成となって

いることである。中央と地方との関係は連邦制度に照応して、中央・州（自治共和国、地

方含む）・地区の ) 段階構造となっている。この組織編成は ) 段階の地方分査という集計
方法にも照応している。すなわち、地区組織において収集されたデータが州組織において

中間集計され、集計結果だけが中央へ伝達される。記入済み調査票は地方において保管さ

れるため中央組織がこれを点検することが困難となっていると指摘されている８）。

Ⅴ．ロシア統計制度が抱える問題の帰結‐むすびにかえて‐

 四半世紀に亘る統計改革を経た今日のロシア政府統計制度が抱える主要な問題点をみて

きた。このうち最も大きな問題は、集中型が事実上崩壊し分散型へ移行しつつあるなかで

諸官庁の統計活動に対するロススタートの調整機能が依然弱いことである。また諸官庁が

作成した全ての統計情報がロススタートへ集中され、ロススタートが公表するという情報

伝達システムが崩壊しつつあることである。このことが作成される統計へもたらす帰結は、

過去 "' 年ほどの間に見られるような統計情報の縮小と劣化である。このことに関してエ
リセーエワは、犯罪統計や金融統計などの分野において統計情報の縮小が著しいこと、人

口統計における年齢階級区分や家計所得データなどの劣化を例としてあげている９）。

１） “

”

,
２）

３）

４） “

, ”
%+

６） -../0112223456378
７）

")3
８）

９）

,"%3
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T H E  PR O B L E MS O F  RUSSI A N  ST A T IST I CS   
 -T H IN K IN G  O F  SC O L A R- 

 
IrinaI.Eliseeva ,Dr.Professor,  

Head of Department Statistics and Econometrics, 
 State University of Economics and Finance at Saint-Petersburg, Russia 

irinaeliseeva@mail.ru 
 
 Here in Russia we have got a very special attitude towards statistics;  it means for us not 
only the enlistment of some index numbers, it is a test of the openness of the society, the 
reflection of the Government readiness to go further in the sphere of market transformations, 
liberalization and democratization. We, the scolars, acting as the statistical information 
consumers, use the publications of the official statistics in order to make conclusions over the 
forming  trends, the level of its resistance , interrelations between indicators, possibilities of the 
estimated settlements, forecasting, peculiarities of the development of the regions of the Russian 
Federation while analyzing the time series of settlements.  
  The statistics in Russia is an integral part of the economic theory. Let us recall the 
statement done by Peter B. Struve  of the political economy, or 

 Tugan-Baranovsky completely based on the statistical illustrations and 
evidences.  
 During the most critical periods of transformation when there were no market institutions 
yet, and the institutions of the socialistic economy fell down, the state statistics continued 
functioning. 
  During the last 20 years the Russian  statistics has been changed  significantly, most of all 
under the influence of the international statistical services like UNO, EC and as a result of the 
variety internal factors actions. 
 The most important document determined the vector of the Russian statistics 
development was the decision on the 47th session of the European Committee under the UNO in 
Geneva on April 15th 1992 lately admitted by 
Russia. 
 The four federal purpose-oriented programs for the state statistics development in the 
Russian Federation have been adopted: 
The 1st for the period of 1992  1996 years, 
The 2nd for the period of 1997  2000 years, 
The 3rd for the period of 2003  2005 years, 
The 4th for the period of 2007  2011 years. 
 
 The first two program
completely different social economic systems, the creation of the essentials which became new 
for the statistical activity sorts in Russia.  The programs of the last decade targeted the perfection 
of the technology to collect and interpret the statistical data, to broaden the interrelations of the 
Rosstat (Russian statistics agency) with the Ministries and state authorities.  
 The changes in the life of our society influenced considerably the state statistics. As a 
result of the economy denationalization and process of privatization, the quantity of the objects 
to be under the statistics supervision have been increased like this: in 1991 up to 5 000 entities 
and in 2010 up to 156 000 entities. So, the register book of the economic entities has been 
created,  the classifies  for the organizations of the statistical investigations have been developed, 
the scattered  methods of data collection and methods of supplement calculations  to the 
complete circle of the units to be investigated have been widely used. 
The service  for the prices registration has been created, the inflation rates have been calculated 
monthly for the consumer prices index, producer prices index, agricultural production index, 
capital investments index, tariffs index over the transport services and the deflator index as well. 
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 The integral macroeconomic indicator, the GDP, is calculated on the regular basis. The  
system of national accounts ( SNA) has been created inclusive of the major accounts in 
economics. The calculation of the production is implemented on the subjects of the Russian 
Federation which allows to count the regional indexes such as gross production and services 
output, intermediate consumption, gross regional product. The labor market statistics has been 
created. The statistics of standards of live, poverty calculations and social stratifications have 
been developed; the scientific conditionality of the households   investigations has been 

 both in social statistics and in 
statistics of population. The unified statistical accounting has been introduced to be obligatory 
for every organization despite its type of business. The classifies  adopted by the international 
statistical practice have been introduced. The major event became a publication of the 

Rosstat . Finally, the legal platform   to make 
the state statistics functioning has been prepared that is to say the federal law 
statistical metering -
FL on November 29th , 2007). The official site of the Rosstat has been appeared (www.gks.ru) 
which became the huge step forward in matter to guarantee the accessibility to the statistical 
information. 
 
 The acknowledgment of success should not screen the perspectives of the Russian official 
statistics development. It is great to notice that the state statistics has the legal platform now. 
However, the adopted law strengthens its position as an integral part of the whole management 
system, its dependence on the Government of the Russian Federation. The state statistics should 
be independent of the Executive bodies  of power and should subordinate either to the State 
Duma or to the President of the Russian Federation.  
 For the statistics in the market economy country, the indexes of the currency circulation 
and the credit system are of a great importance. The Russian statistics has not possessed the 
needed financial information yet, it is still concentrated in the system of the Bank of Russia, 
partly in the Federal tax   service; and the information interchanging between the authorities has 
not set. This issue particularly restrains the development of the SNA . The same is referred to the 
statistics of delinquency and the legal statistics. The Russian statistics has not developed nor 
published the data about the production and sales, numbers of workers, wages and investments in 
the view of organizational and legal forms according to owners. As a result, the discussion about 
an effective owner doomed to be subject of speculations, political maneuvering instead of 
statistical and economical analysis. The 73% of the population live in the cities, but there is no 
urban  statistics  yet. 
 In some publications the basic year is changed as often as not. For example, instead of the 
1990 they publish more frequently the temporary rows where the basic year is 1995. At that the 
following data are shown by 5 or by 10 years, and only the latest data are shown by the years. It 
is rather difficult to gather the monthly data which are necessary to investigate the current 
changes in economics. The possibilities of the economics dynamic analysis have been 
considerably decreased because of the transition from the branch-wise register (all-Russia 
classifier of Economy Branches) to the register according to the types of  economic activities 
(all-Russia classifier of Type of Activity). They have not restored the retrospective temporary 
rows of indexes. The problems of regional statistics development are still under question. 
Sometimes the questions about the authenticity  of the official statistical data are raised.  
 
 Summarizing the positions, we can notice that the transition period of the Russian 
statistics delayed. It influenced negatively on the possibilities of the economics analysis and long 
and short terms forecasts, and on the international comparisons as well.  
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ドイツの２０１１年統計登録簿型センサスについて  

                         浜砂 敬郎（経済統計学会九州支部） 

 

１９８３年国勢調査中止問題と１９８７年国勢調査破綻問題によって危機的な状況を迎えたドイツの人口セン

サスは、全数調査様式の伝統型センサスから行政登録簿に依存する統計登録簿型センサスに移行する連邦政府の

決定（１９９６年）を受けて、センサス構想の策定（１９８８年）、センサステスト（２００１年～０３年の試験

調査）の実施を経て、漸くセンサス準備法の成立と住所建物レジスターの策定（"##$年～"##%年）、およびセン

サス指定法の成立（"##&年７月）に至り、最終的な過程に入っている（センサス期日（報告時点）は "#''年５

月９日）。本報告では、センサス指定法の特徴と性格を考察することによって、それが統計研究に提起している問

題点を考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料② ＊ドイツの統計登録簿型人口センサスへの経過（簡略年表）      

'&(%)%'年 ・デンマーク（*(%年統計局設置法+(%年国民登録簿の設置+$%年公共報告法+%'年統計登録簿型型センサス,
1980年代    ・オランダの81年国勢調査中止,・82年から,独国で全国的な国勢調査反対運動と違憲訴訟

・83年4月 独連憲裁の83年国調延期の仮処分と12月違憲判決(情報にかんする自己決定権)

・85年11月 87年国勢調査法成立 ・87年1月連邦統計法基本改正法成立、

・87年4月 EUROSTAT の1991年人口センサスにかんする指針（例外的にレジスター制を認める）

        ・8７年５月国調実査(調査期日5月25日)開始→破綻（郵送票約６割等のため収拾困難）。

・89年10月連邦統計局委託報告"住民登録簿による国調の代替可能性"(住民Rの問題:転換否定)

1990年代 ・89年-92年 独都市統計会議:87年国勢調査にかんする州・都市経験報告書(伝統型セン 

資料① "#''年センサスモデル*"##$年 -月'"日の./01234567報告より,

住所・建物登録簿の管理データファイル

就業統計登録

簿8-9百万:.

住 民 登 録 簿

8%%百万:. 建物･住宅センサ

ス 8'$/9 百万 :. 

建物住宅登録簿

特殊建物調査：

２百万人

データ連結と重複登

録の審査 捕捉標本調査：

$/"百万人     

妥当性を欠く事

案の解明

世帯設定：-%/9百万世帯

登録簿の誤りの修正
・過剰・過小把握の

推定

・標識の受入れ

 結果：センサス様式の個

別データセット
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サスの返上論)＋92年8月  連邦統計局調査報告"1987年国勢調査の方法的調査研究", "国勢調査にかんする

連邦･州統計局の経験報告(要旨)",93年4月同報告（含提案）発表(伝統型ｾﾝｻｽの困難性・返上論)→・96年夏

独連邦政府:伝統型ｾﾝｻｽを断念, ・下記のEC０１年センサス指針の審議過程の中で、連邦統計局に調査研究

Proj設置→９８年構想へ,

・97年11月EUROSTAT:01年人口ｾﾝｻｽ指針(R型ｾﾝｻｽの公認とｾﾝｻｽ３原則)成立,・国連：ｾﾝｻｽの原則と勧告改

訂→9月ECE地域向け2000年人口ｾﾝｻｽ勧告(R型ｾﾝｻｽの公認)98年公刊

・98年2月独連邦議会:人口Cの方法転換を支持し,住民Rの利用計画の歓迎決議,・調査研究『2001年共同体C』中

間報告提出→98年8月連邦内務省･統計局調査研究班『2001年共同体センサス(Gemeinschatsweiter Zensus 198

1)』報告書＝行政登録支援国調モデルを策定（９８年構想）→98年11月州内務相会議:『2001年共同体センサス』

報告を了承、R支援国調モデルへの方法転換を決定

・ 98年秋～99年 連邦統計局：試験調査のための調査研究(住民R＋雇用者保険Rの点検） 

2000年   ・独内務省･連邦統計局：R型国調の試験調査法（Zensustestsgesetz:センサステスト） 
～01年    案準備,01年７月成立→01年12月ｰ02年4月試験調査（センサステスト実施(当初01年3-5月予定)）・年末

に調査結果の報告･結論(R型国調)→政治的決定(連邦政府･内務省)

2004年     ・８月試験調査の結果(全体要括)公表→住民登録簿の訂正方法プロジェクトと住所・建物登録簿構築プ

ロジェクト開始

2005年   ・4月国連:ECE地域への2010年Ｒ世界人口センサス勧告(Draft)（(３原則の変容？)→''月;<で、今後'#
年周期の=．センサスを義務づけるの基本法案と審議→"##%年まで

200７年    ・３月 センサス準備法(Zensusvorbereitungsgestz)案連邦議会に提出→11月成立→住所・建物登録簿 

*>?@23ABC41?) D/ E1FG1D71A1HB@41A,の策定→2008年４月 
"##%年    ・２月ＥＵ２０１０年国勢・住宅調査にかんする欧州連合規約成立、・４月２０１１年センサスの住所・

建物ファイルの策定開始 ・'"月２０１１年センサス指定法政府原案決定
"##&年 ・２月 "#''年センサス指定法*I1?@D@G?5A7?D?H@H1@14J,原案提出→７月成立
"#'#年   ・$月 センサス指定法にたいする違憲訴訟提訴*弁護士 K1A?1A B? >231? その他,
"#''年   ・５月９日センサス期日（報告時点01AB234@J1B4LD?M4）

資料③ "#''年行政登録簿支援型センサスにかんする法律* "#''年センサス指定法 ,

第１章 一般的規定 第１条 センサスの様式、目的および報告時点 第２条 調査単位と概念規定

第２章 データ調査とデータ連結：世帯形成

第３条 住民登録機関と上級連邦機関からのデータ譲渡 第４条 連邦労働局によるデータ譲渡 

第５条 財政・人事統計法による申告義務機関によるデータ譲渡 第６条建物・住宅センサス

第７条 標本調査による世帯調査 第８条 特殊領域がある住所の調査 第９条 データセットの連結と世帯形成

第３章 組織 第 '#条 調査事務所 第''条 調査員 第 '"条 集中的データ処理と製表 第 '-条 整理番号

第 N章 センサス値の精度を確保するための措置

第 'N条 住居をそなえる建物と居住されている宿舎の住所の補足的な把握 第 '9条 重複登録調査

第 '(条 不突合を検出するための実査 第 '$条 センサス値の精度の評価

第５章 申告義務とデータ保護 第'%条 申告義務と申告様式 第 '&条 抹消 第 "#条 データ譲渡

第 "'条 公表情報 第 ""条 上級の連邦・州機関ならびに市町村と市町村連合体への統計表と個票の譲渡

第６章 末尾規定 第 "-条 建物・住宅・人口標本調査のための標本抽出枠の提供 第 "N条 連邦統計局へのデータ

譲渡にかんする経費

参考文献：浜砂敬郎「現代センサス革命の一断面―ドイツの "#''年統計登録簿型センサスー」熊本学園大論集 "##&。
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ジオコードによる統計の情報価値の拡張可能性について 

森 博美（法政大学） 

 

時間や空間に関する情報は、社会の構成要素であり統計的把握の対象単位としての個体の存在の場

を規定する。このうち統計対象単位の存在の場を規定する情報要素である位置情報については、地域

別集計における表章レベルとして取り上げられてきた。本報告では、個票方式による調査の特性並び

にそれが調査個票に付与する固有の情報特性に注目し、各調査単位が本来的に備えている位置情報を、

調査区コードによって捉えてきたことに起因する統計利用上の制約を明らかにし、統計の作成面、利

用面での新たな統計の展開可能性を展望する。 

１．表式調査、個票調査と場所情報 

表式調査では、把握された計数は行政組織の系統を通じて積み上げられ、最終的に全国総計が得ら

れる。そこでは、地域構成には特に重要な意味は付与されておらず、あくまでも全国総計を得るため

の過程として地域表章が行われているに過ぎない。当時の統計の企画者にとっては、徴税あるいは国

力把握等の行政遂行上必要な情報の獲得こそが主たる関心事であった。そこで意味を持つのは全国計

や年齢等の属性別内訳であり、地域別表章は、地域データの積上げという統計作成方式から派生する

「副産物」であり、特別な分析的意図を持って地域情報が把握されたわけではない。 

個票調査は、個体ベースでの統計原単位情報の獲得を可能にする。その結果、得られた結果は、多

面的な分析が可能である。もっとも、情報処理能力の制約から、個票情報が持つ潜在的可能性が実質

的な意味を持つのは、情報処理技術が飛躍的に発展する近年になってからである。 

２．data carrierとしての地域コード 

統計情報の場合、個人、世帯、企業、事業所といった個々の調査対象単位が data bodyの担い手で

ある点が、調査個票に対して集計量とは全く異なる情報特性を付与する。すなわち、data body が、

氏名（名称）や住所（所在地）といった存在としての調査対象単位と一体化された識別情報によって

担われている点が、個体単位での data body情報の潜在的連結可能性という情報特性を付与する。 

小地域集計をデータの carrier と body という観点から見た場合、それは地域コードをキーに相互

に集計量としてリンクされていることを意味する。地域メッシュ統計の場合も、各メッシュが画像情

報の画素に相当する data carrierとして機能し、各メッシュ・コードをキーに種々の data bodyが相

互に関連づけられる。その結果、リンク済みレコードは、拡張された data bodyの諸変数を一体のも

のとして利用できる。ただし、識別情報であるメッシュやポリゴン・コードと域内に所在する個体と

の間には 1対複数の対応関係が成立することから、data bodyの変数の接合は、個体ベースでではな

く、あくまでも集計量による接合利用可能性を与えるだけである。data carrierをキーとする個体単

位での data bodyの潜在的連結可能性という個体情報の情報特性に照らして地域表章を見た場合、調

査区の設定という実査のための調査技術上の仕組みが、本来、統計単位が場所に関して保有する地点

情報を空間（面）情報に統合して記載しコード化することによる個票情報の所在する点情報の喪失は、

結果的に統計の利用可能性の制約要因となる。 

３．情報損失に起因する問題の発生 

 基本単位区から調査区、町丁字、行政区分（市区町村、都道府県、地域ブロック、全国）へと積み

上げられる限り、集計上の非整合性は生じない。しかし、複数の個体が調査区コードという同じ位置

コードを持つことによる統計原単位情報における情報喪失は、次のような問題を内包している。 

（１）行政区･調査区の再編  調査の実施に先立って行われる調査区の設定において、道路や集合

住宅等の構築物の新設などにより調査区の見直しが行われる。調査実施の技術的必要に伴って発生す

る調査区の境界の変更は、調査区レベルでの時系列的比較可能性を担保しなくなる。恒久的性格を持

つものとして導入された基本単位区についても、行政区の変更に対しては頑健ではない。 
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（２）利用面で発生する問題   この他にも、調査区による区分と異なる切り口での集計表章・デ

ータ利用形態の場合に問題が表面化する。例えば、調査区や基本単位区が複数の異なるメッシュに分

割される場合、調査区内に位置する単位の再配分（同定）が必要となる。また、バッファリング分析

で多用されるゾーニングと調査区のそれとは一般に整合的ではない。 

４．統計の情報価値の拡張 

（１）統計利用面での拡張可能性 

１）時系列比較可能性の担保  事業所データについてはすでに個々の事業所の所在地情報を日本

測地系の住所辞書データから緯度、経度情報を取得してメッシュ・コードを付与するアドレスマッチ

ングによる同定が行われている。他方、世帯レコードについても事業所レコードと同様に、各住戸の

住所に基づき GPSコードを付与することができれば、仮に、行政区画･調査区の境界が変更されても、

任意時点での行政区画に従って時系列方向での串刺し的製表が可能になる。世帯レコードについても

GPSコード付データとしてアーカイビングできれば、より弾力的な時系列地域表章が可能になる。 

２）バッファリング分析への利用  GPS コード付きの事業所データを被災地域と地図と対応させ

ることで、手作業による照合作業を行うことなく被害を推計できる。個体レコードへの GPSコードの

付与による個体情報の利用可能性の拡張は、理論的には世帯レコードに対しても適用可能である。そ

れは、ハザードマップ等と連動させた被害予測、被害推計といった防災面だけでなく、小地域マーケ

ッティングへも利用可能である。 

（２）統計作成面での拡張可能性 

１）所在地の特定による実査の精度向上  SOHOなどについても税務や企業登記簿等から情報を得

られれば、その位置情報を手がかりにすることで、目視による調査客体の把握漏れを解消できる。世

帯調査についても、センサス局では、郵送回収できない住戸について電子地図上に表示された位置情

報を参考に調査員が調査票の回収に当ることで、人口センサスの精度改善を試みている。 

２）マッチングキーとしての使用  統一的 ID 番号が整備されていない場合の調査データと名簿

情報とのリンケージによる新たな統計作成に、効率的なマッチングキー情報として GPSによる位置情

報が意義を持つ。 

３）地点を軸とするパネルデータの作成可能性   GPS コードをキーに異時点間でリンクされた

データは、同一の所在地で活動する主体（企業、事業所、世帯）に関する統計的記録を与える。これ

らの主体が同じ名称・氏名・ID番号等の識別情報を持つ場合、それらは同一個体の経年的変化を表す。

それには、継続的に営業活動を営んでいる活動主体あるいはライフステージを更新した世帯の姿が投

影されている。GPSコードによる擬似パネルデータから縦断面データを編成することができる。 

４）business demography 指標作成への利用可能性  擬似パネルデータセットの中には、レコー

ドの識別情報の同一性が確認できないケースが存在しうる。企業や事業所といったビジネス･レコード

の場合、それは当該活動拠点におけるある活動主体の退出と新たな主体の参入といった時点間の個体

の交代を意味する。例えば、産業（業種）、業態、立地別にそれらを比較分析することで、business 

demography分析に対して新たな視点からの指標構築が可能である。 

５）人口移動の統計的把握への利用可能性  世帯に関する経年的なデータが把握時点における居

住地の GPSコード情報とともにアーカイビングされていれば、世帯の識別情報と組み合わせることで、

その世帯の地理的移動に関する情報を得ることができる。 

６）レイヤーの差し替えによる多様なレコード編成の可能性  GPS というポイント（正確に言え

ば、微細な面）情報を共通のプラットフォームとして、同一 GPS情報を持つ各種レコードを多次元的

に接合することができる。これによって、異種のレコード内の変数は、レコード編成上、単一のレコ

ード内の各変数とみなすことができ、それらを併用した分析も可能となる。 
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企業と雇用をめぐる地方統計情報と行政施策 

 

菊地 進（立教大学）

地方での産業と雇用をめぐる行政施策は、企業と労働をめぐる地方統計情報と統計処理をしな

い調査情報に基づいて行われる。ここにいう地方統計情報とは、周期的に行われる大規模調査、

短い期間に継続的に行われる動向調査、そして時々の必要に応じて行われる各種調査の結果から

なる。これらの統計情報を地方行政施策の中でどのように活かすかについては様々な課題が存在

する。地方統計情報の構造の整理を通じ課題克服の方向を探りたい。

なお、ここでは企業調査情報を中心に考える。また、地域経済をその土台において支える中小

企業の統計情報を中心に考える。

1.地方自治体における行財政改革 

三位一体改革後の地方自治体財政の削減、「総人件費改革」、「集中改革プラン」による行財政改

革が全国的に進行するとともに、"#$%サイクルに基づく行財政運営（計画とその進行管理、行
政評価）が求められてきた。そうした中で、 膨大な政策・施策・事務事業評価による疲労の蓄積

も目立ち、新たな効率的な行財政運営と職員自ら考え行動するより主体的な行政サービスの提供

が求められてきている。

 

2.地方自治体の産業振興・商工政策の現状 

 地方自治体の商工政策は、緊急雇用対策を含む雇用確保の政策、地域の雇用の源となる中小企

業支援策、企業誘致を含む戦略的な産業集積促進策などを中心に進められている。雇用との関わ

りでいえば、地域の中小企業支援が軸となり、人材育成、技術力向上、受注機会・販路開拓支援

などが行われている。 

 地域の産業振興・中小企業支援は地方自治体を通じてのみでなく、経産局・中小企業基盤整備

機構、商工団体、金融機関を通じても行われ、支援の網の目が形成されている。ただし、その基

本理念は「押し並べて満遍なく」から「伸びる企業を伸ばす」に移行しており、地域産業・地域

の中小企業を全体として捉えるという誘因が後退してきている。 

 

3.中小企業を捉える統計の変容 

 地域の産業振興・中小企業支援を雇用確保との関わりにおいて捉えようとすると、地域産業・

地域の中小企業を全体として捉えることが不可欠である。しかるに、国の統計行政改革の進行と

ともに中小企業を捉える統計にも大きな変容が生まれている。『統計行政の新中・長期構想』（95

年）に基づき、中小商工業の多様な活動の実態を横断的に把握するために実施された「商工業実

態基本調査」は、98年第 1回調査が行われたのみで、その後の予算が講じられることがなかった。 

これは全国 30万社を調査員調査によって行い、都道府県データの提供をも意図したものであっ
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た。これが事実上廃止されたことにより登場したのが 2004年からの「中小企業実態基本調査」で

ある。しかし、これは全国 10万社を対象とした郵送・WEB調査で、回収率 5割（約 5万社）とな

り、地域データは一部が付表として提供されるものであり、地域で活かされているとは言い難い。 

 

4.構造調査、動態調査の変容 

 2012年（平成 24年）に「経済センサス 活動調査」が実施されることになり、従来の事業所・

企業統計調査がこれに切り替えられるほか、2009年（平成 21年）商業統計調査、2011年（平成

23年）工業統計調査の調査事項についても、活動調査の中で捉えられることになる。こうした構

造統計の変容の中で地方自治体における利用の在り方が問われてくることになる。 

 また、製造業の生産動態統計についても府省横断的な体系への移行に向けた具体的検討が始ま

られており、これもまた地方での利用の在り方が問われてくることになる。 

 

5.地域企業の動向を捉える調査 

 地域産業振興を計画的に進める場合、産業構造を捉える統計に基づき中長期的な計画の策定が

必要となるが、実際の行政施策は年度単位で進められており、変化の激しい景気動向の中で、地

域企業の業況を捉えることもまた必要となる。というのは、とりわけ中小企業の場合、当該企業

の資産のみならず経営者の資産にも依存しながら事業活動が進められていることが多く、経営実

態は必ずしも売上高、利益額などの計数調査の結果のみでは分からないからである。 

 そのため、経営判断、業況判断を聞く調査も必要となり、それを踏まえた現場調査もまた必要

となってくる。こうした全国規模の業況調査については、大企業、中堅企業を対象としたものが

多く、小企業を含む中小企業の業況を捉える調査としては「中小企業景況調査」（中小企業庁・中

小企業基盤整備機構）と政府系の金融機関の調査があるのみである。ただし、いずれも地域デー

タとして十分耐えられる状況になく、前者が数年前よりようやく都道府県データを公表するにい

たった段階に過ぎない。そのため、各地の機関が様々な形で景況調査を実施せざるをえなくなっ

ているが、それもまた個々ばらばらであり、およそ利活用というレベルにない。 

 他方、商工団体においても中小企業の動向を捉える調査が実施されている。例えば、中小企業

団体中央会の「労働事情実態調査」などは中小企業の労働事情について国の調査にない詳細な調

査項目で行われている。これもまた地方で活かされている状況にはない。 

 

6.地方での産業振興・商工政策への活用を巡る課題 

 国政における混乱が続いているが、国と地方の関係をどうするかはますます問われ、地方行

政ならびに地域の経済主体の役割はますます大きくなってきている。グローバル化の一層の進行

の中で地域経済をどうしていくかについては、地方の統計情報全体の構造の整理を通じ、課題克

服の方向を探っていくことが必要である。リーマンショック後の激変のなかで行政は様々な施策

を講じざるをえなかった。この時に地方統計情報はどこまで機能しうる状況にあったのか。この

点を考える視角から地方統計情報の現状と課題について考えてみたい。
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標本調査データからの地域情報の抽出可能性をめぐって 

 

坂田 幸繁（中央大学）

 １．課題設定 

 完全失業率の都道府県別推定値，一人当たり平均所得の市区町村別推定値，貧困世帯の就学児

童数の学区別推定値など，これらの数字の社会的重要性は言うまでもない。最初のものは日本，

他の "つは政策プログラムにリンクした米国の例である。このようなタイプの数字が任意地域，
任意時点に対して獲得できるとすれば，その情報価値は極めて高い。しかし今日の統計作成体系

を前提とすれば，このような推定値を得るには主に標本調査データに依拠することになる。この

とき，通常は確率標本であるから，目標地域に対して要求精度を満たす十分な標本サイズが確保

されているかの保証はない。極端な場合，該当地域に属す標本が含まれないということもある。

いわゆる小地域推定の問題に逢着する。

本報告では，必要な補助情報は与えられるものとして，関心対象となる変数を含む標本調査デ

ータが個票レベルで利用できるという想定のもとに，推定の理論的側面（数論理）に焦点をあて，

その方法展開を整理し地域情報の抽出という点から評価することにしたい。

２．標本調査としての地域推定‐直接推定‐ 

対象とする地域（以下，領域 ! と呼ぶ）に属する標本サイズがある程度大きいならば，通常の
推定図式が利用できる。地域といっても部分母集団の推定と同じである。いま変数 "（所得，売
上など）についてその領域総計を推定することを考える。調査母集団を #，母集団の要素数を $%
（ ），母集団のある領域，すなわち関心のある部分母集団を として，

に対して，領域総計は と書ける。ただし は領域に属していれば ，そう

でなければ 'の値をとる。抽出ウェイト（抽出率 #の逆数）を として，サイズ (の標本 )（そし
て領域標本を )!）が得られている。他に利用できる補助情報（企業数や世帯数，資本金や就業者
数など）が何もなければ，領域に属する標本を抽出ウェイトで膨らませて領域総計の推定値 

 とするしかない。この分散は母集団の場合と同じく， に関する

分散 に有限母集団修正項を付加して とすればよい。

補助情報として，例えば領域サイズ（部分母集団の大きさ） がわかっていれば，領域標本平

均 に領域サイズを掛ければよい。これは，標本だけから推定する場合より推定誤差は減少する。

より一般的に，補助情報があれば比推定や回帰推定など，不偏性や一致性をある程度（条件によ

って）維持しながら，補助情報による制約（正しい関係）の分だけ推定誤差は減少できる。いず

れにしても，あたかも部分母集団を標本調査の対象としたかのように，線形推定量として，

と表せる。領域標本か否かで再定義された標本データ に対して，

利用可能な補助情報による修正ウェイト で膨らませるだけである。これを直接推定と呼ぶ。補

助情報の有無にかかわらず，領域標本サイズがその精度を制限することになる。
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３．領域外の標本も利用した推計‐間接推定‐ 

サンプルを追加するといった調査法の問題は別として，与えられた標本でかつ補助情報を利用

しても推定量が実用的でない状況であれば，領域外の標本を利用することが考えられる。領域に

は属さなくともその近くにある標本データは推定に利用できるかもしれない。実質は同じである

が，領域を含むその周辺地域，あるいは類似した地点集合では違いがないという仮定の下に推定

することも可能である。このようなアプローチを間接推定と呼ぶ（ ）。単純なケース

では，領域平均は母集団平均と同じと仮定して推定することが考えられる。

仮定がある程度成立していると信じられれば，推定量の分散は形式的な領域標本サイズの増加

により低下する。さらに補助情報を利用して，仮定の下で分散はさらに小さくすることもできる。

しかしながら，仮定から生じるバイアスは不可避であり，平均二乗誤差（"#$）を大きくする危
険性がある。そこで，先の直接推定量をこのような間接推定量で調整し，具体的には両者の加重

平均として推定値を求める方法が考えられる。

一般化して，直接推定量を ，間接推定量を とおけば，その加重平均 を

推定量として採用すればよい。ウェイト は "#$ を最小化するように決めてやればよい。この
ようなタイプの推定量の一つに %&'()*#+(,-推定量がある。それは "#$を評価関数とすれば，
直接推定量より優れており，また間接推定量（あるいはその代替量）が真の値に近付くとき"#$
を最小化することが知られている。さらに加重平均式が示唆するように，これは経験最良線形不

偏予測(!"#$%)や経験ベイズアプローチと密接に関係する。
４．小括‐モデル推定へ‐ 

標本設計に忠実な直接推定では分散が大きく，（暗黙の）仮定に基づく間接推定ではバイアスが

生じる。そこで加重平均をとることで両者をバランスさせ"#$を低下させる。このような方法
展開は，本来母集団分布について仮定をおかず必要な母数を推定するという標本調査の枠組みの

下では，自ずと限界がある。とくに間接推定については地域母数について複雑な仮定を導入でき

ない。%&'()*#+(,-推定量はこのようなアプローチの限界点に位置するが，むしろそれが提起す
るのは，地域母数の変動（差異）に関して明示的に仮定をモデル化することでより良い推定量が

得られる可能性である。そうであれば，例えば下記のような変量効果モデルも自然に受け入れら

れる。モデルの良さが"#$推定などにより適切に評価できれば，モデルの自由度は増加する。
  領域標本調査データ＝補助変数による回帰.時系列/効果＋領域別変量効果

＋個体変動＋抽出（デザイン）誤差

標本調査データによる地域母数の推定図式について，このようなモデルベースへの転換（調査

データはモデルからの実現値）の正当性が認められるとすれば，その実質的な有効性はデータア

ーカイブ論を含む標本調査データのあり方に規定されざるを得ない。

 

(参照文献) 

坂田幸繁(2010),「標本調査データからの地域母数の推定‐直接推定と間接推定‐」，『中央大学経済研

究所年報』，中央大学，第41号& ' 土屋隆裕(2009)，『概説 標本調査法』，朝倉書店& ' 元山斉・山口幸
三(2007),｢小地域推計と労働力調査への適用｣，『統計』，)**+年)月号& ' Rao, J.N.K. (2003), Small 
Area Estimation, John Wiley & Sons. 
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地域分析におけるミクロデータの可能性について 

―イギリスのセンサスデータを中心に― 

伊藤 伸介(明海大学) 

わが国では，"##$年 %月より，%調査の政府統計&公的統計'のミクロデータ&匿名データ'が提供

されているが，それらについては，現在 (つのタイプの匿名データのみが利用可能になっている。

一方，諸外国では，複数のタイプのミクロデータが提供されていることが知られている。例えば，

アメリカにおいては，($)#年代より人口センサスのミクロデータが公開されているが，"###年

人口センサスでは，地域区分や個人・世帯の社会経済的属性における分類区分の程度に応じて，

主に標本抽出率が (％と *+の一般公開型ミクロデータ&,-./01 234 5016789:9 ;9<=/4'が作成さ

れている。また，カナダにおいては，"##(年人口センサスにおいて，個人ファイル&>?80@08-9/3

A0/4'，家族ファイル&A9<0/043 A0/4'，および世帯・住宅ファイル&B7-34C7/83 9?8 B7-30?D A0/4'

の E種類のミクロデータファイルが提供されている。

他方，イギリスにおいても，($$(年の人口センサス以降，匿名化標本データ&;9<=/43 7F G?7H

?I<0348 J417683K;GJ3'と呼ばれるセンサスミクロデータの提供が進められてきた。($$(年人

口センサスのミクロデータにおいては，人口学者や社会学者の要望だけでなく，地理学者からの

要望にも応じるために，標本抽出率が (％の世帯 ;GJと "％の個人 ;GJが作成されている&森

&"###，*(頁''。世帯 ;GJでは，豊富な分類区分をそなえた個人・世帯属性&4LM 職業については

E*N区分'が設定されているだけでなく，世帯構成員に関するリンケージが可能なように世帯の階

層性&C046961CI'が保持されているが，地域区分は ()#万人以上の人口を有する ("地域に限定さ

れている。他方，個人 ;GJでは，個人・世帯属性の分類区分に関する制限があるものの&4LM 職

業については OE区分'，("万人以上の人口をそなえた "ONの詳細な地域区分が利用可能になって

いる。

イギリスでは人口センサスの ;<9// G649 ;:9:03:013&;G;'や P719/ Q934 ;:9:03:013&PQ;'といっ

た小地域の集計データが公表されている。しかし，｢生態学的誤謬&417/7D019/ F9//91I'｣&J7.0?37?

&($*#''の観点からこうした集計データの利用に制約があることは，地域分析を指向する地理学者

の間でも認識されていた&R9/4&($$NS=MOO"''。そうした状況の中で個人 ;GJが提供されたことは，

地域レベルにおける社会的な行為事象の異質性を捉えるために，マルチレベルモデル&<-/:0/4@4/

<784/'といったモデルによる地域分析の可能性をもたらした&A04/8C7-34 9?8 T7-/8&($$N''。ま

た，U69?<46 9?8 ;:44/&($$N'は，集計データの利用による生態学的誤謬の要因を追究するために，

個人 ;GJを用いて集計効果&9DD64D9:07? 4FF41:'の大きさを計測している。このように，センサス

ミクロデータ，とりわけ個人 ;GJの提供は，地域研究においても大きな貢献を果たしてきた。

その一方で，ミクロデータの利用者の中には，利用目的に沿った地域区分での「自由な&F/4L0./4'」

集計が可能なように，($$(年の個人 ;GJにおける地域区分よりも細かな区分を求める者が存在

する。しかしながら，"##(年人口センサスのE+個人;GJ&P014?148'では，地域区分がT7@46?<4?:

VFF014 J4D07?に基づくことから，"##(年個人 ;GJにおける地域区分は，($$(年における区分
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と比較して粗くなっている。そのために，小地域分析用のミクロデータ提供への要求が高まって

きた&U69?<46 4: 9/M&"##*S =ME#''。そこで，"##(年人口センサスにおいて，小地域ミクロデータ

&;<9// G649 5016789:9K;G5'が提供されることになった。

;G5は，約 E##万の標本数&標本抽出率 *％'を有するミクロデータであり，地方自治体&P719/

G-:C760:I'レベルの細かな地域区分をそなえていることから，;GJ3よりも多くの標本数と詳細な

地域属性を有している。このことから，例えば，多元的な剥奪&<-/:0=/4 84=60@9:07?' に関する実

証的な地域研究や，小地域レベルの人口移入&0?H<0D69:07?'の把握といった小地域分析を行う上で，

;G5は有用なミクロデータだと考えられる&WC9<=07?&"##)''。他方，ミクロデータにおける秘

匿性の観点から，地域属性の区分，標本抽出率と個人・世帯属性における分類区分の間には，ト

レードオフの関係が存在するために&U69?<46 4: 9/M&"##*S =ME#''，;G5に含まれる個人・世帯属

性については，;GJ3と比べて粗い分類区分を持つ属性&出生年，民族等'やレコードから削除され

る属性&産業，職業等'が少なくない。

本報告は，イギリスの人口センサスにおける小地域ミクロデータを主な考察の素材とし，地域

分析のためのミクロデータの特徴とその可能性について追究することにしたい。
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統計情報に関する諸課題と GISの利用可能性 

 

小西 純（（財）統計情報研究開発センター）

  

１．はじめに 

わが国は急速な高齢化の進展とその水準に対応した社会システムの整備や対策を短期間のうち

に行わなければならないこともあり、地方自治体においては、市区町村よりも小さい、小地域の

統計情報を行政業務に利用し、政策にフィードバックするというプロセスが今後重要になると考

えられる。現状では、都道府県別、市区町村別の公的統計は、基礎データとして地方自治体の政

策の策定に利用されているものの、小地域の統計データは積極的に利用されているとは言えない。

小地域の統計データの利用を促す要件として、統計情報の利用環境の整備が挙げられる。地方

自治体で実施される種々の統計調査の結果は、統計所管課が管理する統計ホームページで共有さ

れているが、統計データは日々作成されており、その管理業務は増大している。地方自治体にお

ける統計データの管理方法については検討の余地がある。管理された情報が利用されるためには

その共有方法が重要であるが、現在は管理→共有→利用というプロセスを辿っており、関わる作

業量が増えると考えられるため、管理の結果を即共有できるシステムが望まれる。

また、統計に関する専門家として、統計調査業務を行う調査の専門家、調査結果を集計する情

報処理の専門家、集計結果を分析する研究者、が挙げられるが、本報告ではこのような統計に関

する専門家による利用ではなく、行政の専門家による利用を念頭に置く。本報告の目的は行政の

専門家の利用に配慮した統計情報の管理と "#$の利用可能性について考察することである。
２．地方自治体における統計データの利用像 

%&ショーンは専門家について、「技術的熟達者」と「反省的実践家」を提示している。「技術的
熟達者」は、科学的な理論と、技術を厳密に適用する具体的な問題解決を行っており、所与の問

題解決を行う。一方の「反省的実践家」は、社会福祉や都市計画などの専門家であり、複雑性、

不確実性、不安定さ、独自性、価値葛藤という現象を抱える現実実践を行う専門家である。「反省

的実践家」は、合理的に分別されたり完全に記述することができない現象を認識することができ、

日々の実践において、適切な基準を言葉で述べることのできない質の判断を無数に行いながら省

察していると論じている。

複雑化し、多様な価値観や条件を持つ地域住民に向けて適切なサービスを企画・運営していく

ためには、「反省的実践家」の要素を持つ専門家が活躍すると考えられることから、このような要

素を持つ行政の専門家を統計データの利用者像として考えたい。

統計データがこのような行政の専門家に利用されるためには、その業務における利用価値が認

められる必要がある。「反省的実践家」の要素を持つ行政の専門家は、複雑で不確実、不安定な現

象を抱えた現場において、対処可能な問題へと容易には置き換えることができない問題に陥った

ときは、問題をあらたに設定しその解決を図るが、この問題設定、及び解決に示唆を与えるよう

な統計データの利用がなされた時、統計データの価値が行政の専門家に認められると考えられる。
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具体的には、現状把握のための基礎データとして小地域統計データによる統計地図の確認、現地

調査、現地調査と統計データの関係の分析、というプロセスを考えることができ、問題の明確化

及び解決のプロセスに統計データが利用されることが重要である。

３．小地域統計データと GIS 

公的な統計データと業務データの管理や関係の分析に "#$を利用することができる。"#$
（"'()*+,-./ #01(*2+3.(0 $453'2：地理情報システム6は、情報の入力、保管、管理、検索、更
新、分析、出力のための情報処理ツールであり、"#$で利用する情報は、地理的な位置やエリア
に関するものという特徴がある。センサスでは伝統的に調査の実施のために手書きの調査区地図

が作成されているが、この情報をデジタルデータに変換したものが "#$で管理される。また、作
成された地図データベースの一部は、統計データの普及にも利用され、統計データ、"#$を用い
た分析、研究に活用されている。

国連統計部では、調査区の管理に "#$を利用し、境界データの設計から成果品の普及方法につ
いて解説したハンドブックを 7888年、7889年に作成している。ハンドブックでは、様々な政策
で利用されるように設計時に配慮すべき事柄や調査の管理への利用、地図データ管理の注意点な

どについて詳細に解説し、センサスにおける "#$利用を促進している。78:8年人口センサスに
おいては、多くの発展途上国で "#$を利用した調査区境界データの作成が行われる。
"#$は、統計調査区の設定から分析まで調査の全般に渡り利用することができる。このうち、
統計データの管理業務を省力化し、利用を促進することをねらいとした「利用を視野に入れた管

理」の要件について整理する。

４．GISを利用した統計データの管理の要件及び課題 

 統計データを管理するための "#$の要件としては、①様々な統計データの管理が簡単に行える
こと、②小地域の情報が必要に応じてすぐに参照できること、③業務管理情報が付与でき、統計

データと合わせた表示・分析ができること、④時間管理及び異なる時期の分析が行えること、⑤

データの公表にかかる処理が容易であること、⑥他部署に異動後も知識と技術が活用できるよう

に配慮されていること、⑦メタデータも同時に管理され、参照が容易であること、が挙げられる。

課題としては、①地図データの管理の手間、②位置の正確性とコストのトレードオフ、③位置

情報付与の標準化、③統計調査区と統計データ利用地域単位の異動、④他調査の集計範囲の異動、

⑤"#$管理に適する統計調査の条件の整理、⑥統計情報管理の標準化が挙げられる。
このほか、調査区の設定から統計データの普及まで一連の作業を定義し、利用することでその

効果は大きくなるが、地域の実情に応じてシステムを分散的に管理、導入できるような配慮も重

要である。また、統計データを利用した分析結果は地域によって異なると考えられることから、

地域に適した分析に関する手法の講習や利用成果の共有等の支援体制についても同時に検討する

必要がある。
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全国消費実態調査による予備的貯蓄の検証 

―疑似パネルデータの作成と家計消費の慎重度の推定― 

江口 尚孝（上智大学）

"# 概要
 全国消費実態調査（総務省統計局）の匿名データを４ヵ年分用いて、家計の予備的貯蓄の動機

に関する実証分析を行う。本研究では Dynan (1993)における prudence係数の計測という手法を用

いている。 

 Prudence（慎重度）は Kimball (1990)で定義されている概念である。家計の所得に不確実性があ

る場合、将来の所得リスクがどの程度現在の消費・貯蓄行動に影響を受けるのかを prudence係数

として表すことができる。Kimball (1990)によれば、risk aversion は「リスクから逃げる」ことを

意味するパラメータで、リスクを分散・ヘッジできることを含意する。一方で prudenceはリスク

を所与とした場合に自己保険（貯蓄）の考え方で「リスクに備える」ことを意味する。 

 Prudence 係数を直接推計する方法は Dynan (1993)によって試みられ、その後も同様のアプロー

チでの研究がなされている。本研究でもこの prudence係数を推計することで日本の家計における

予備的貯蓄の特徴を明らかにする。この指標は、家計の消費・貯蓄に関する動学的最適化の条件

であるオイラー方程式から導出されたものである。予備的貯蓄はリスク回避的な経済主体ほど多

くなり、また将来におけるリスクが少ないほど予備的貯蓄は少なくなるが、現実の統計データは

必ずしも理論と整合的でない。今回は世帯全体をいくつかの世帯類型に分類し、各々の prudence

を計測することで世帯の属性、特に就業状況や年齢と prudenceの間にある関係を調べる。 

$# 推計式の導出
 家計の動学的最適化問題から導かれるオイラー方程式は以下で与えられる。 

 

! "# $ %#
& ' (#)*
& ' ! "#'&  (1) 

は時間選好率で、(#)*は資産 iの利子率である。 

 家計の効用関数が CRRA型であると仮定すると、t期の消費水準"#における効用は 

! "# $ &
& "#&  (2) 

とかける。 

 これらより以下の推計式が導かれる。 

+" $ ' ,+"
, '  (3) 

+"は 2時点における消費の伸び率である。 
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%# 疑似パネルデータの構築
 prudence係数を推計するために消費の伸び率を変数として用いるため、同一経済主体の 2時点

間の消費に関するデータが必要である。しかし全国消費実態調査は同一家計に対する調査を行っ

ていないため、時系列でのデータは取ることができない。そのため本研究では疑似パネルデータ

の手法を用いて分析を行うことにする。 

 疑似パネルデータを用いた研究例としては Deaton and Paxson (1994)や大竹・齊藤 (1996)が挙げ

られる。また武藤(1999)では、『家計調査報告』（1991年～1997年）から構築した疑似パネルデー

タを用いて prudence係数を推計している。 

&# '()*+,-+係数の推計
 Dynan(1993)で用いられた推計式は (3) 式だが、実際に推計する際には誤差項と説明変数の間に

相関があるため、ここではMerrigan and Normandin (1996)で示された推計式をベースにした計測を

行う。Merriganらの研究では消費の伸び率に加え、ライフサイクル特性・嗜好変化・地域特性も

変数として取り入れている。 

.# まとめ
 これまでの分析結果からは、世帯全体としての prudence係数の推移を時系列でみた場合には増

加傾向にあることが分かった。しかし世帯類型ごとのサブサンプルでみた場合にはその傾向は安

定していない。また就業属性ごとに推計を行ったケースでは、prudence係数が景気変動に伴って

大きく変動する傾向があり、将来の不確実性と予備的貯蓄の間の関係が見て取れる。 
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同一行動からみた生活時間のモデル分析 

― 家族の相互規定性を考慮して ― 

栗原 由紀子（中央大学）

1. 生活時間調査とデータ特性 

一般に，個人および世帯の基本属性とともに，一日の生活についての時間帯別（15 分間隔など）の行

動内容が記載されたデータセットを生活時間データと呼ぶ。日本においては，「社会生活基本調査」（総

務省統計局）がその代表として挙げられ，主に，属性別に生活時間（仕事，家事，食事など）についての

基本統計量を算出，公表し，日々の生活状況に関わる基礎資料を与えている。特に，社会生活基本調査

の調査設計では世帯を最終抽出単位としており，また各時間帯に「家族と」一緒にいたかどうか

（1996年調査以降）まで調べられているため，家族間の相互規定関係まで踏み込んだ生活時間分

析が可能となる。そして，そのような分析の一形態として「同一行動」や「同一行動時間」の捕

捉とその利用が考えられる。 

 

2. 同一行動（時間）の計測 

家族が一緒に食事をする，余暇を楽しむといった，同じ時間帯に世帯員同士が傍にいて同じ（異

なる）行動をとる事象を「同一（非同一）行動」と呼ぶ。これは，生活行動に関する世帯員間の

同時分布特性の一つとして位置づけられ，家族の時間共有（非共有）の指標である。社会生活基

本調査では，世帯単位での調査情報から時間帯別の行動種類と「一緒にいた人」に関する変数を

世帯員間でマッチングすることで，このような

同一（非同一）行動の推定が可能となる。（同

一行動の推定については坂田・栗原（"#$#）を
参照）

まず世帯員同士の同時分布特性は，図 1のよ

うな 3次元グラフにより表現できる。これは，

世帯員 2人の時間共有・非共有の状況を，各時

間帯別に同時分布として観測したものであり，

これを時間軸に従って動かせば家族の時間共

有状況の一日の推移を把握することができる。 

さらに，世帯員間の同時分布から，家族の共

有状況に関する情報を抽出すれば，同一行動の

有無（ダミー変数）や同一行動の時間量につい

ての変数を作成することができる。これにより，      

世帯単位での生活行動や生活時間を規定する様 図 1 母子の行動種類別同時分布* 

々な要因の解明について計量的な接近が可能と  （時間帯 19:00-19:15, 母親無業の世帯） 

なる。 
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3. 同一行動（時間）のモデル分析 

 同一行動（時間）の生起プロセスを分解したとき，変数作成の過程にも起因して，同一行動（時

間）にはいくつかの段階を異にする条件が内包されている。そのため，同一行動（時間）の分析

においては，このような生起条件を考慮したモデリングが必要とされる。その概要は，簡単に図

2のように整理できる。ある行動 !に関する同一行動 "#!が生起する確率的な前提として，その行
動 XAをとる可能性が高いことが第一条件となる。それに加えて，他の世帯員も一緒にいて同じ行

動 A をとる傾向が強いとき初めて同一行動 "#!として現れる。さらには，これら二つの条件をク
リアしたとき，今度は同一行動の長さが時間量 "$! として計測される。このように，それぞれの
要素を分離したとき，次の(1)から(3)の計量モデルとして整理できる。本報告では，社会生活基

本調査ミクロデータを用いて，同一行動（時間）に関する計量的特性について報告する。 

 
行動 #!   行動 Aの時間 $! 

 

  

 

 
(1) Sample selection probit 

 

 同一行動 "#! 同一行動時間 "$! 

(2) Multivariate probit (3) Tobit type 2 / Double hurdle 

                

図 2 生活時間データのモデル分析(概要図) 

 

   !"# $ %& & ' &% !"# $ !"# )* !+# $ & , !"# - . /
. 012345)63 - (a) 

     !+# $ %7 7 ' 7% !+# $ & )* +# $ & !+# - .
. 012345)63 - (b)

+# $ %8 8 ' 8% +# $ & )* +# - .
. 012345)63 - (c)

 ただし， &9 7 :; .9.9 79 &9 & 79 8 :; .9.9 &9&9  
 

(1) Sample selection probit: 同一行動 "#!は行動 #!の生起を前提として規定される。 
- (b)と(c)による推定。 

(2) Multivariate probit: 同一行動 "#!と他の世帯員の同一行動!+#は同時に規定される。 
- (b)の条件 #!%&を除き，(c)を他の世帯員の同一行動!+#としたときの，(b)と(c)による推定。 

(3) Tobit type 2 / Double hurdle: 同一行動時間 "$!は同一行動 "#!の生起を前提として規定される。 
- (b)の条件 #!%&を除いたときの(a)と(b)による推定。Double hurdleは(a)のカッコ内条件も利用。 

 

' 本分析には平成 &'年社会生活基本調査（総務省統計局）の秘匿処理済ミクロデータ
（申請者(中央大学・坂田幸繁）を利用しました。

 

坂田幸繁・栗原由紀子（2010），「世帯員間同時分布モデルと生活時間分析の方法‐社会生活基本調査の 2次利

用をめぐって‐」，『研究所報』No39, pp67-88, 法政大学日本統計研究所． 

)*++,%-. / 0.123456（$778） 9:;2:44<+= >=?*@4<4 ?=, A<B: 04: C?D? > E+BF?2<4+= +G H<I2+:I+=+B:D2<I
>FF2+?IJ:4 K<DJ C?D? G2+B DJ: LK:,<4J A<B: 04: LM2N:@（O0L） P+2Q<=; R?F:24 <= SI+=+B<I4 T+ U%
LIJ++* +G SI+=+B<I4 ?=, E+BB:2I<?* -?K% 16D:V+2; 0=<N:24<D@.

12::=:% P.O.W"##XY% SI+=+B:D2<I >=?*@4<4% )<GDJ S,<D<+=% R2:=D<I: O?**.
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子育て関連支出と母親の就業・非就業の関係 

家計属性と子育て関連支出の計量分析と子ども手当の評価 

出島敬久（ 上智大学経済学部  ） 

 
研究目的

少子化の進展と子ども手当の支給開始とともに，子育てに対する公的補助の政策効果について

の分析の必要性が高まっている。子ども手当に関する論点は数多いが，経済学的には次のことが

重要であろう。第一は目的である。現行の定額補助金としての子ども手当は，子育て家計に対す

る子育て費用の補助というミクロ経済政策と，需要の創出を狙ったマクロ経済政策という側面を

あわせもつものといえる。しかし，双方の目的達成をどの程度の比重で考えているかによって，

効率的な政策のあり方は異なろう。また第二には，費用対効果の点があげられる。どちらの目的

をとってみても，子ども手当を支給した場合の費用対効果は，必ずしも定量化されていない。

こうした論点に回答が難しいのは，子育て費用の支出構造が十分に明らかになっていないから

である。たとえば，子育て支援のための公的補助が，どの程度の子育て関連支出や，それ以外の

支出の増加につながるか，という効果の計測にあっては，日本の家計で，子育て関連費用を含む

各消費財に関する所得弾力性を計測しておくことが必要となる。また，この値がわからなければ，

子ども手当の支給が子ども数に対してどの程度の影響があって，少子化抑制につながるかも推定

できない。

これまでの先行研究では，データの利用可能性の点から，地域別や時系列の集計データをもと

に，教育費支出などの所得弾力性が推定されることが多かった。しかし，子育て費用については，

当然ながら，家計の子どもの数やその年齢構成，親の就業構造（とくに片働きか共働きか）に依

存することが知られている。そこで，こうした子育て費用に対する支出関数を，都道府県単位の

平均値や年平均値といった公表されている集計データを用いて推定することには限界がある。さ

らに，子育て費用は，子どもをもつ世帯の家計支出の中でも，比重が高くかつ継続的な支出が要

請されるから，通時的な予算制約にとってより重要な，家計の資産・負債構成にも依存する可能

性もある。この点についても，集計データでの推計だけでなく，個票データでの分析が望まれる。

データと分析手法

本論では，子育て費用の支出構造を，上記の家計属性に注意しながら推計する。具体的には，

総務省統計局が "年おきに調査する「全国消費実態調査」の匿名データ#（独）統計センター提供）
を用いて，子育て関連支出に関する家計属性の影響を考える。それには，「全国消費実態調査」の

消費の $%大費目の分類を保育サービス費用の分類箇所に注意して修正しつつ，これらを含む各財
への支出関数を推定することになる。家計の予算制約を考慮すると，各財への支出関数は独立に

定まるわけではないから，複数の財の支出関数において誤差項に相関がある場合に効率的な推定

方法である &'(#&))*+,-./ ',0).12)3 ()-0)44+5,46が適用される。
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主要な結論

主な結論の第一は，他の支出項目に比べて，子育て費用は相対的に所得弾力性が高く，所得が

高いほど子育て関連支出の比率が高まる傾向である。その点では，これら需要は，奢侈財の性質

をもつ。第二に，子ども数を制御すると，子育て費用は子ども数ほどには増加せず，子ども１人

当たりの子育て費用は逓減する傾向がある。これは，子育てに関する規模の経済性とも，子ども

数#つまり「量」6と子どもにかける教育投資等の「質」の代替とも解釈できる。後者の場合，子ど
も手当が，子どもに関して需要される教育・保育サービス等の質の向上につながるのみで，子ど

も数の増加には向かない可能性も示唆される。第三に，親の就業構造と教育費の関係は，後述す

る親の就業の内生性を考慮する情報が限られているという問題はあるものの，安定的な関係は見

いだせなかった。最後に，子育て費用の支出に家計の資産・負債内容が影響している可能性はあ

るが，限定的なものであった。

ただし，これらの分析結果は，勤労者世帯に対してのものであり，自営業や農林漁家世帯を含

んだときには変わる可能性がある。自営業者を含んだ全世帯での分析結果が頑健とはいえないの

は，この調査では，家計資産と事業用資産を切り分けられない等の問題からである。

主な留保条件とさらなる検討課題

留保条件の第一は，この種の分析でいつも懸念される，母親#多くの場合世帯主の妻6の就業・非
就業の選択による家計所得の内生性である。というのも，余暇が正常財であれば，労働供給は非

勤労所得に対して減少関数だから，定額の補助金の給付はとくに母親の就業を抑制してしまう。

これは，周知のダグラス・有澤法則のミクロ経済学的説明である。この場合，家計所得は内生変

数となってしまう。具体的には，子ども手当の支給によって，母親の就業が抑制され，それがき

わめて弱いながらも子供数を増加させる可能性も考えられるが，このデータセットではその定量

化は難しい。というのも，母親の就業選択の推定については，少なくとも本人の人的資本と留保

賃金の情報が必要だが，今回利用した「全国消費実態調査」では，その代理変数として標準的に

用いられる最終学歴などの情報がないからである。本論の分析は，母親の就業選択が外生的であ

る場合という留保条件がつく。

第二に，子ども手当が子育て関連支出に使われず，貯蓄されることの評価である。子ども手当

のような使途を限定しない定額補助金の一部が貯蓄されることは，理論的には当然であり，各支

出の所得弾力性等の推定結果からも否定できない。しかし，子育て費用が将来の特定時点（たと

えば高等教育や資格取得・留学等）で極端に高額になる可能性を考慮すると，そのための貯蓄は

手当の目的に反しているとまではいえない。この種の調査では，貯蓄の目的や使途は不明だから，

こうした将来の高額の子育て費用拠出のための貯蓄であったとしても，それを識別することは困

難である。そこで，所得等の家計属性とその時点のみの子育て関連支出の関係を定量化すること

は，子ども手当の効果の過小評価となる可能性がある。この問題の検討については，子育て関連

支出が完了するほどの長期にわたって追跡されたパネル・データの整備を待つしかない。
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イギリスにおける社会保障給付の捕捉率推計方法についての検討 

 

安井 浩子（統計情報研究開発ｾﾝﾀｰ）・米澤 香（統計情報研究開発ｾﾝﾀｰ） 

杉橋 やよい（金沢大学）・金子 治平（神戸大学） 

１． 目的 

近年日本では，生活保護の受給世帯について，その捕捉率が話題になっている。平成 21年には

厚生労働省が「ナショナルミニマム研究会」を設置し，生活保護の基準を満たしていない低所得

世帯（以下『低所得世帯』と呼ぶ）数の推計について，現在も議論がされている。 

ところで，前稿*の金子他（2009）では，イギリスの家計調査（Expenditure and Food Survey; 

EFS）のマイクロ・データを用いて，集計世帯から世帯単位での勤め先収入と可処分所得について

の関係を，木村清美他（Sinfonica研究叢書『家計所得の国際比較研究』）のモデル計算結果とと

もに描画することによって，モデル計算結果の妥当性を検討した。その際に，雇用者の低所得層

において，社会保障のひとつである勤労税額控除（Working Tax Credit; WTC）の受給条件（年齢・

労働時間および年間収入）を満たしているにもかかわらず，現実には WTC の給付を受けていない

世帯がみられた。このように税控除制度である WTCや児童税額控除（Child Tax Credit; CTC）な

ど社会保障扶助対象者のうち，どのくらいの対象者が国，及び関連事業からの給付を受け取って

いるかは“捕捉率（take-up rate）”という指標で表すことができる。 

本報告では，イギリスの社会保障（主に WTC，CTC）の受給割合を表す捕捉率と日本の捕捉率の

推計方法について，それぞれの概要を説明し，比較・検討することを目的とした。 

 

２． 方法 

２‐１．日本の生活保護の捕捉率について 

厚生労働省の「ナショナルミニマム研究会」では，『平成 16年全国消費実態調査（以下『全消』

と呼ぶ）』と『平成 19年国民生活基礎調査』の個票データによる特別集計を用いて，低所得世帯

の捕捉率を推計している。その厚生労働省の『生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について

‐国民生活基礎調査と全国消費実態調査‐』における全消による低所得世帯数の推計では，2種

類の最低生活費について求めており，低所得世帯率と捕捉率（＝保護世帯比）は，所得のみの世

帯と資産保有も考慮に入れた世帯の 2つのパターンについて推計している。 

 

２‐２．イギリスの Tax Creditの捕捉率について 

イギリスの最近の Tax Creditの捕捉率の動向を知るには，『Child Benefit, Child Tax Credit 

and Working Tax Credit Take-up rates 2007-08（以下『CCWT』と呼ぶ）』をみる必要があり，Tax 

Creditの捕捉率の推計方法については，CCWTに次のように掲載されている。 

FRS BHPS FRS A

Ca
Ca+((ENR !DAF )-BA -PRZ )
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「Ca 」は Tax Creditの受給資格があり，受給している世帯を表しており，「 FRSENR 」は Tax Credit

の受給資格はあるが受け取っていない世帯を表す。そして，「 BHPSDAF 」，「 FRSBA 」，「 APRZ 」

は補正を行うための調整係数である。また，「 FRSENR 」の推計には，直近ではなく普段の収入が

調査されていることから『Family Resources Survey（FRS）』が利用されている。 

 

２‐３．CCTWと EFSマイクロ・データの捕捉率の比較 

以上，若干の違いはあるが，日本もイギリスも，業務統計としての受給世帯数を分子に，調査

統計から推計される受給する資格を持つ世帯数を分母として，間接的に補足率の推計を行ってい

る。また，CCWTの Tax Credit捕捉率は，CTCを受給している世帯が WTCも受給しているかなどの

詳細が書かれておらず，WTCと CTCそれぞれについてのクロス集計の捕捉率は公表されていない。

そこで，EFS調査世帯のマイクロデータから，直接的に CTCと WTCの補足率を推計し，CCWTの捕

捉率との比較を行った。 

 

３． 結果と考察 

詳細な集計結果等は当日資料として配布する。 

参考資料 

HM Revenue & Customs Analysis Team,“Child Tax Credit and Working Tax Credit Take-up rates 

2003-04”. 

HM Revenue & Customs Analysis Team ,“Child Benefit, Child Tax Credit and Working Tax 

Credit Take-up rates 2007-08”. 

厚生労働省『生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について‐国民生活基礎調査と全国消費

実態調査‐』，2010. 

参考文献 

「特集：イギリスの社会保障‐ニューレイバーの 10 年」『海外社会保障研究』，Winter2009，No.169，

2009. 

*「第２章 統計データでみる世帯別所得分布」『家計所得の国際比較研究』,Sinfonica研究叢

書,2009. 
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所得代替率と公的年金の同一世代内格差 

 

畠中 亨（中央大学大学院）

近年、日本における格差および貧困の拡大という現象に関心が集まっており、これらの問題を

取り扱った研究が盛んに行われている。そのコンテキストにおいて、高齢者は最も格差が大きく、

貧困に陥りやすいグループの一つであることは共通認識となっている。こうした認識を念頭に置

いた上で、高齢者の所得の大部分を占める公的年金給付の性質について考えると、一つの疑問が

生じることとなる。日本の公的年金制度は、"#歳以上の国民全員が加入する定額給付制の基礎年
金制度と、被雇用者のみが加入する所得比例給付制の被用者年金制度を組み合わせた二階建て構

造である。現役時の所得に左右されない基礎年金部分が存在することにより、受給者の現役時の

所得分布と比較した場合、年金額の格差は規模が小さく収まるものと考えられている。このこと

は、厚生労働省が公表する資料においても、現役時の給与所得と引退後の年金額の比率である「所

得代替率」と、給与所得との関係を示したグラフによって説明されている。公的年金制度にこう

した現役時より引退後の格差を縮小する効果があるとするならば、同一時点の比較において、現

役世代より高齢者世代の所得格差が大きいことは、慎重に検討を要する事実である。

この問題について、２通りの解釈が可能である。一つは、個人の年金額の格差は大きくなく、

世帯単位でみた場合にのみ年金額の格差が大きくなる、または他の収入（高齢者以外の収入も含

む）が加えられることにより総所得の格差が大きくなるというものである。しかし、平均して世

帯規模の小さい高齢者層において、個人単位と世帯単位での所得分布の差異が顕著なものとなる

かについては、やはり疑問が生じる。もう一つは、公的年金制度が本来持つ、現役時より格差を

縮小する効果が何らかの理由により阻害され、年金額の格差が現役時の所得格差よりむしろ大き

くなってしまっているというものである。

本報告では、後者の問題に限定し検討を行う。具体的には、同一世代に属する被用者年金受給

者（今回は厚生年金のみを対象とした）の現役時の給与所得分布と、引退後の年金額の分布を比

較する。その結果、引退後の年金額の格差のほうが小さければ、公的年金の再分配効果は「正」

であり、逆の結果の場合、「負」と呼ぶこととする。

同一世代の現役時の給与所得分布と、引退後の年金額分布を比較するために有用な統計は、長

期に渡り蓄積されたパネルデータである。日本においては、いくつかのパネル調査が行われてい

るものの、現状で今回の課題に適するデータは存在しない。そこで今回は、厚生労働省『賃金構

造基本統計調査』（以下、『賃金センサス』）の経年データを用いて、模擬的に給与所得、年金額の

分布を措定するシミュレーション分析を行った。分析方法の概要は以下のとおりである。

①$%&"年から "##'年までの『賃金センサス』を組み合わせて、"##'年時点で &#～&(歳となる
世代の性、学歴別賃金プロファイルを作成し、そこから得られる生涯平均の手取り給与所得を

求める。また、厚生年金の加入期間別の差異を示すため、『賃金センサス』の勤続年数階級別労
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働者数、給与所得額のデータを利用し、加入が中断したケースの賃金プロファイルも作成する。

これらのケースにおいては、非加入期間中、非正規雇用に就いていたものとみなし、『賃金セン

サス』から得られる、非正規雇用者の平均手取り給与所得を組み合わせて生涯平均手取り給与

所得を求めた。

②生涯平均の手取り給与所得から年金額を法定どおりに計算する。また、求められた年金額を生

涯平均手取り給与所得で割り、所得代替率を求めた。

③対象となる世代はすでに年金を受給開始しているので、厚生年金への加入期間分布に関するデ

ータが社会保険庁『事業年報』より得られる。性別、加入期間別厚生年金受給者数を、『賃金セ

ンサス』の労働者数の学歴構成比で按分し、生涯平均手取り給与所得、年金額、所得代替率の

結果に、人数構成比を与えた。

以上の方法により得られた、結果を示したものが図 "である。各円は、性、学歴、厚生年金加
入期間別の生涯平均手取り給与額と所得代替率の位置を示し、円の大きさはその人数構成比を示

している。図から分かる通り、女子については、生涯平均手取り給与額が増えるほど所得代替率

が低下しており、公的年金の再分配効果は正となっているといえる。一方男子については、所得

代替率は右肩上がりとなっており、現役時の所得が多いほど、年金も高い割合で給付されるとい

う、負の再分配効果が示された。この図では表現できていないものの（この点に関しては報告に

おいて詳細に述べたい）、この結果は厚生年金への加入期間の格差が強く影響しており、被用者年

金制度加入に関する法規制へのインプリケーションを与えるものである。
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1）円の大きさが、該当するカテゴリーの人数構成比の大きさを示す。 

図 1 性、学歴、厚生年金加入期間別、生涯平均手取り給与額と所得代替率の関係 
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国民経済計算に基づく利潤率の分析 

―現代資本主義の蓄積構造を視野に― 

秋保 親成（中央大学） 

ある国の経済的力能を数量的に読み取ろうとする場合、収益性に関する指標はその最も基礎的

な資料の " つであると言える。それは、この指標がある期の経済活動によってどれだけの収益を
得たのかを示すものであると同時に、資本構成や分配率といった他の指標との関連で、その経済

の基本構造や特質に関する内容を豊富に含むためである。そして利潤率を計測することによって、

現代資本主義の蓄積構造を従来の指標とは異なる視角から写しだすことができるのである。

1．利潤率の計測 

利潤率の公式は次のように表すことができる。（なお、ここで #は不変資本、$は可変資本、%
は剰余価値、#&は固定不変資本、#'は流動不変資本、(は資本回転率である。）

n
n V

n
n CcCf

M
VCcCf

M
VC

Mr

まず分母の不変資本であるが、固定不変資本については、)*+では利用可能な資料として民間
企業資本ストックがある。同資料は法人企業と個人企業のデータが得られることから、他の指標

（産業連関表や法人企業統計）との調整も比較的行いやすく、また産業部門別の数値もあるため、

大まかな形であれば部門別の分析に利用することも可能である。次の流動不変資本は、)*+では
「経済活動別の国内総生産・要素所得」における中間投入の値を利用する。この変数を計測する

際に特に問題になるのは、投入された費用のうちどの部分を生産的費用（流動不変資本）として

捉えるのか、逆に言えば、全体のうちどれだけを不生産的費用とするのか、である。

次に可変資本は、基本的には労働者に対する賃金額と考え、)*+を用いる場合は上記資料の雇
用者報酬によって算定する。ここで問題なのは、経済全体の賃金のうちどこまでを可変資本とす

るのかである。この点については、大まかに①すべての労働を「生産的」と見なす立場（,．-./01.(
など）と②「生産的・不生産的」を区別する立場（2．%345657など）に分かれ、後者はさらに、
ⅰ）部門別に分類する方法と、ⅱ）職種別に分類する方法が考えられる。今回の利潤率計測にあ

たっては②のⅱ）の立場を採り、部門ごとで生産的労働者と不生産的労働者の構成比率（生産的

労働比率）を推計することによって可変資本を算定している。なお、以上の可変資本と流動不変

資本については「資本回転率」を測定し、フローの値をストック化する必要がある。

最後に分子の剰余価値については、価格計算で捉える場合には「総生産高‐総費用」で計測す

ることができるが、この費用のなかには不生産的に用いられる費用（不生産的賃金、および不生

産的投入）が存在する。これは理論的には、剰余価値の分配によって賄われる部分とみなすべき

ものであり、一般には資本主義経済の発展に伴って増加する傾向があることから、この部分の増

減は、その経済の資本主義経済としての発展度を示すものとして捉えることができる。なお、以

上の諸変数の計測にあたっては、自営業が占める部分についての取り扱いも問題になる。
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2．計測結果 

"89:年代以降の日本経済を対象に、収益率の一般的な指標である利益率（総資本営業利益率）
と利潤率を比較してみると、両者とも期間を通じて低落傾向にあると言えるが、今回の計測にお

いて利潤率は、利益率に比べて相対的に緩慢な動きを示す。この結果は経済実態に関する様々な

傾向を示唆するが、指標そのものに着目すると、利潤率は、一般に用いられる収益性の指標より

も経済の動態を「安定的」に捉える性質を持つ指標であるとみることができる。

こうした両指標の傾向の違いについては、双方の変数の概念上の差異によるところが大きいも

のと思われる。まず双方の分子は利益と利潤であるが、前者は統計上、数々の外的要素を内に含

んでいる（そしてそれらの影響を受けやすい）数量であるのに対し、後者は付加価値から生産的

労働者の賃金と生産的費用を控除した残りすべてを剰余部分とするものであり、このことが後者

の指標の変化をより少なく現れやすくしているものと思われる。次に分母の資本についても、前

者の総資本が一般には自己資本と他人資本の合計として捉えられるのに対し、後者は生産に携わ

った不変資本と可変資本を分母としている。つまり、前者の指標が経営に携わった資本について

はすべて収益性を測る対象として分母とする（そしてこの場合、それは例えば資産運用のあり方

などによっても増減する）一方で、後者の指標はあくまで価値生産に携わる部分のみを分母とし

て捉えようとするものであり、この違いもまた両指標の動きの差異をもたらす要因となっている。

3．分析の展開と課題 

まず上記の方法を産業部門別に展開することで「部門別利潤率」を捉えることができる。この

指標は、生産的労働や費用の割合が高い部門（例えば製造業）は比率を低く、これらの割合が低

い部門（例えば商業）は逆に比率を高く評価する性質がある。この点についての理論的な評価は

慎重に行う必要があるが、この点に注意すれば、同指標はその経済における不生産的な領域の発

展度合いを、言い換えれば経済全体のこの領域への依存の進展度を、より明確に示すものと考え

られる。そしてこうした特性を捉えておくことで、この指標の計測と分析は、諸資本の分配構造

と相互連関を捉えるための基礎資料を与えるものとして有効に活用しうるものと思われる。

また今回の計測から、他の指標との関連によって蓄積構造の分析を展開することも考えられる。

例えば一国における生産的資産と金融資産との関連をみる場合、実際にこの間の日本における両

資産の動きをみると特に "8;:年代から <:::年代にかけて後者の増加率は前者より高い水準で推
移しているのだが、これらと利潤率との相関を検証することで、利潤の資本への転化（資本蓄積）

が具体的にいかになされてきたのか、その様相をより精緻に捉えることが可能になる。こうした

関連指標の計測は、経済の全体構造に関わる課題に取り組むうえでも重要な基礎となるだろう。

さらに今回の計測は戦後日本の特定期間を対象にしているため、計測と分析をさらに妥当なも

のにしていくうえでも、より長期的な測定を可能にするとともに、他国との比較分析も行う必要

がある。いずれにせよ本分析の展開は、特に今日的には現在の「金融危機」状勢の分析にいかに

活用しうるかが課題になるだろう。本報告はこれらのことを念頭に、若干の展望を述べたい。
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世帯所得と個人所得  

：被雇用者（労働者/勤労者/雇用者）世帯・個人の場合  

藤井 輝明（大阪市立大学）

1.意義 

被雇用者所得，あるいは賃金については，かつては個人単位では①毎月勤労統計，②賃金構造

調査，世帯単位では③家計調査を用いざるを得なかったが，①，②は，調査単位が事業所である，

裾切り調査である（①は常用労働者 "人以上。#$$$年以前は %&人以上。②は労働者 #&人以上
の事業所について）。①は常用労働者の総額，平均のみがわかり，②は類型別に結果が示されてい

るが，全体像は指数としてのみ公表される。③は戦前の労働者の生計費調査の歴史を受け，長ら

く農家並びに単身者が除外され，自営業者の所得区分がなかったこと，これらを一応対象とする

こととなった現在も長期にわたり家計簿をつけることによるある種の典型性の問題がある。

このため現在では，④国民生活基礎調査，⑤全国消費実態調査，また勤労者のみが対象である

が，⑥就業構造基礎調査を主用する分析が主流である。これらを用いて雇用者世帯の所得分布を

比較し，その原因を考察したものとしては，米澤・金子（'&&(）がある（「統計学」$%，'&)%*）。
ところで，④)⑥は単位が世帯となっているが，所得分布についての公表結果もまた，世帯及び

④で夫の，⑤で世帯主の区分別のみとなっており，世帯員の所得はせいぜい階級別平均値がわか

るだけである。事業所単位でなく，世帯単位での調査，それも個人の所得分布を公表しているも

のとして，⑦労働力調査（'&&'年以降の詳細集計）がある。④では所得分布は世帯単位のみ公表
されるのに対し，⑤では世帯主の所得分布も公表される。回答方式では④は聞き取り式，⑤は家

計簿調査票式，⑦は択一式であるといった違いがある。

世帯単位の調査では（多少の違いはあれ），近年経年的には全体としての所得低下が見られるも

のの，比較的集中した（格差が少ない）対数正規分布様の所得分布が維持されているのに対し，

個別労働者を公表対象とした⑦の結果では，極端に低所得層の多い「賃金崩壊」といわれる現象

が確認できる。本報告では，これを世帯主以外の世帯員の低所得で説明できるかを検証する。

公表される集計結果では上で述べたように世帯員の所得は平均でしかわからないから，厳密に

行うことはできない。しかし，その過程を通じて得られる，あり得べき世帯主)世帯員所得の同時
分布についての可能性の考察は，非標本誤差は個票そのものに戻っても除去できるものではない

以上，匿名化ミクロデータの利用に先駆けて行うべきであると考える。

2.方法 

この種の研究では，個人としての労働者の自立についての独自見解に基づく事前情報的実質論，

経済主体としての家計と世帯との不一致，統計が別に存在することから自明の調査方法または定

義が異なることに帰する原理的議論，非標本誤差の一般的または実査上の具体的な問題に帰する

議論がされがちである。しかし，制度統計を利用する立場からは，統計調査論に内在して吟味す

ること，及びデータ自体を重視することが重要であると考える。
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⑤全消については，きわめて一般的な初歩的誤解がある。調査項目上，「年間収入」とは，家計

簿の集計結果として計上される #ヶ月の収入と支出にいう「経常収入」に相当し，財産収入，社
会保障，年金，仕送り等を含んだ数字である。従って，これだけの理由で，勤労所得，資本所得

などよりも格差は小さくなる。稼得所得ベースでの数値は各項目を月収として集計し直す必要が

あるが，その世帯構成比は公表値からは推定できない。

⑦労調は記憶に基づく #年の「仕事からの収入」を事前に設定した収入階級から択一式で選択
する方法をとっている。過去 #年の実績をもとに仕事の変更があったとき，収入は現在から自分
で推計する。賞与など定まって支給される賃金以外の給与や賃金以外の収入を含む。

従って両者を比較するためには概念の統一が必要である。項目が多い⑤全消を⑦労調に近づけ

る推計で比較する。「仕事からの収入」に相当するのは，｛世帯主，世帯主の配偶者，他の世帯員｝

についての「勤め先収入」+｛（世帯主については）「本業以外の勤め先，事業･内職収入」，（世帯
主の配偶者，他の世帯員については「事業･内職収入」）となる。年間収入階級分布別にその月額

を計算はできるが，これで得られる年収は擬似的であるし，賞与月を含まない比例計算である。

さらにこの方法は階級境界線が変化するため，世帯員や単身世帯の結合ができない欠点がある。

社会保障等を含むという保留をつけて，世帯主以外世帯員，単身世帯を含めて検討するのが現実

的であろう。（単身世帯と '人以上世帯の実数については，④国民生活基礎調査による調整が必要）。
公表分布そのものでは '人以上勤労者世帯の「世帯主の定期収入」階級別分布がある。

3.結果と考察 

'&&*年の結果について，⑤全消から '人以上世帯について収入概念を「仕事による」ものに修
正したものを月々の家計簿から計算し，階級区分をその階級別平均から修正して，密度を再計算

したものを下左の図に示す。下層は社会給付を含まず，上層は賞与を含まないため全体に水準は

下がり，（元々世帯主であるのでその性格があるが）さらに中心に集中している。最頻値は %,(
万円，中央値は約 *"&万円，平均値は約 *,"万円である。下右の図は，同年の⑦労調の結果をヒ
ストグラムに描いたものであるが，年収 #&&万)'&&万円が最頻値，中央値は %&&万円，平均は約
%,&万円である。⑤全消から世帯員の有業人数は所得階級とほとんど関係なく &-(で，有業世帯
員の（上記修正）収入は平均 #*&万円弱，世帯として平均 $.万円弱であるので，それ以上の差
となるが，⑤全消の世帯員収入は，必ずしも世帯員が労働者ではないこと，家計に入れるものの

みである（過小）こと，⑦労調は賞与を含むことは考慮する必要がある。（残り詳細当日）

2人以上勤労者世帯：世帯主「仕事からの年

収」（｢年収｣から賞与・社会保障等を除く修

正。全集団一万人，一円あたり密度で表現）
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欧州統計システム（ESS）における統計品質活動の到達点 

水野谷 武志（北海学園大学） 
 

1．はじめに 

本報告の課題は，2005年の欧州統計実践規約（CoP）の採択後に，ESSが統計の品質改善を実

行していく最近までの動向を整理し，日本にとって参考となりうる点を考えることである。 

 

2．CoPの発行経緯 

 2つの流れがある。1つは，1990年代後半から始まった統計品質に関する諸活動の成果という

側面である。ESSは，1999年に統計の品質に関する指導グループ（LEG）を設置し，「政府統計の

品質に関する欧州会議」の第 1回（2001年）で LEGの勧告を含む最終報告書が発表され，勧告

などに基づいてその後に品質の枠組みや評価方法等が検討され，CoP発行へとつながった。もう

1つは，各国財政統計の改善要請の側面である。市場や通貨の統一化が進展する EUにとって各国

政府による財政統計の重要性が増す中で，2000年代前半に欧州委員会や欧州連合理事会が財政統

計や国家統計機関（NSIs）の制度的諸条件に関する基準設定が提案され，これも CoP発行につな

がった。 

 

3．CoPと付属文書の概要及び注目点 

 CoPは，欧州委員会が 2005年 5月 25日に採択した，国家及び共同体の統計機関における独立

性，誠実性（integrity），説明責任に関する「通知（Communication）」と「勧告（Recommendation）」

がセットになった文書（COM(2005)217）のうち，「勧告」に掲載されている。 

 「通知」には，CoPの作成背景，原則，実行方法などが説明され，「勧告」において CoPの全

文が収録されている。 

3.1 CoPの概要： CoPには ESSを構成する統計機関が実践すべき 15の原則があり，各原則に

はそれがどの程度実践に移されているかを評価する指標が明示されている。15の原則は 3つの分

野に配置されており，具体的には以下の通りである： 

「制度的環境」―①専門的独立性，②データ収集のための権限，③資源の十分性，④品質公約，

⑤統計的匿名性，⑥公平性と客観性 

「統計的過程」―⑦堅実な方法，⑧適切な統計手続き，⑨過重でない回答者負担，⑩費用効率性 

「統計生産物」―⑪適合性，⑫正確性と信頼性，⑬適時性と時間厳守生，⑭整合性と比較可能性，

⑮アクセス可能性と明瞭性 

3.2 「通知」の注目点： CoPを実質化するために，「通知」では CoPを実行し監視するしくみ

を明記したことが注目される。第 1に，EU加盟国と欧州連合統計局（Eurostat）は CoPに基づく

自己評価及び同業者評価を向こう 3年間で実施することが要請された。第 2に，3年後に欧州議

会と欧州連合理事会に対して 3年間の CoP実行状況についてまとめた報告書の提出を求めた。第

3に，CoPの実行状況を監視し，ESSの統計活動全般において助言を与える外部諮問機関の設置
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を求めた。第 4に，CoPの実行状況によるが，将来的には CoPの法制化も視野に入れるとした。

以上の点はすべて実行に移されることになる。 

 

4．CoP発行後の実行結果 

4.1 自己評価： 2005年 10月～2006年 1月に全加盟国+αの NSIsと Eurostatにおいて CoPの原

則と指標にもとづく共通の調査票で実施され，2006年 5月に結果報告書が発表された。 

4.2 同業者評価：2006～08年に全加盟国+αの NIIsと Eurostatにおいて CoPの原則 1～6及び 15

に対応する指標をもとに実施され，その結果報告書が Eurstatの品質サイトに 2006～09年に掲載

された。同業者は他国の国家統計機関幹部 2名と Eurostatの専門家 1名で構成された。2008年 10

月には欧州委員会が欧州議会及び欧州連合理事会に対して，同業者評価にもとづく ESSの CoP実

行に関する報告書（COM(2008)621）を提出し，そこでは CoPの指標の実行状況や各国の改善行動

がまとめられた。 

4.3 ESG A B の設置：2008年 3月に欧州議会と欧州連合理事会の決定（Decision No 235/2008/EC）

により設置された欧州統計ガバナンス諮問委員会（European Statistical Governance Advisory Board: 

ESGAB）は，ESS全体の CoPの実行状況を評価し，その結果を欧州議会と欧州連合理事会に年次

報告書として提出することを主な任務の 1つとしている。この委員会は 8名の統計専門家から構

成されている。年次報告書作成のために，Eurostatは毎年，ESGABに対して ESSにおける CoP実

行状況を報告することになり，2009年の報告書が ESGABに提出され，それ受けて ESGABの初

めての年次報告書 2009年版が発表された。 

 

5．新欧州統計法の発行 

 2009年 3月 11日に欧州議会と欧州連合理事会は欧州統計に関する規制（Regulation (EC) No 

223/2009）を採択した。この新欧州統計法は，第 1章―一般規定，第 2章―統計のガバナンス，

第 3章―欧州統計の生産，第 4章―欧州統計の配布，第 5章―統計の匿名性から構成され，既存

の統計関連諸法をまとめて改善し，さらに新しい内容を加えた法律である。CoPに関わっては，

CoPの諸原則が第 1，2章で明記され，加盟国は統計の品質報告書を Eurostatに提供するとされた。

これに対応して，品質報告書についてのこれまでの研究蓄積を元に，Eurostatが 2009年に ESS 

Standard for Quality Report及び ESS Handbook for Quality Reportを相次いで発行した。 

 

6．さいごに：ESSにおける品質活動の特徴及び日本での連携 

 ESSは，2005年発行の CoPを実質化すべく，諸原則に照らして評価し，問題点の改善を実行し

ながらも，EU立法の中で最も拘束力のある「規制」という形で新統計法を 2009年に制定し，CoP

の諸原則の履行と改善活動をさらに継続・強化しようとしている。翻って日本では 2009年に新統

計法が全面施行され，同時に「公的統計の整備に関する基本的な計画」も決定し，その中で国際

的な統計品質論の動向についてもわずかではあるが言及され，また連携しようとする動きもみら

れる。ESSの最新の取り組みや成果を十分に参考とした上で，施策が講じられるべきであろう。 
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利用者本位の政府統計活動 

 ―国際的論議と実践の概観と論評― 

   伊藤 陽一（法政大学日本統計研究所客員研究員 ）

はじめに  
政府統計の作成（・提供）は，利用されるためであるから，統計活動が統計利用者の要求を重

視し，利用者本位であることはあたりまえとも言える。しかし，これまで統計利用者として実質
的に想定されているのは政府機関だけであった。公衆をふくむ統計利用者本位の活動の弱さが政
府統計への理解・支持を失ってしまう大きな要因と思われる。この事態の打開に向けて，この 20
年ほど，利用者本位・統計品質重視の活動を展開してきた国際的経験から，利用者本位の主要な
柱について論議・実践を概括して，社会統計学や日本の政府統計活動に対する示唆を指摘する。 
 

１．政府統計活動の諸原則と統計の品質論における利用者焦点の概要 
(1)諸原則での利用者重視 今日，各国および国際機関の統計活動の基礎に置かれている国際的基
本原則文書（「政府統計の基本原則」"#$$%&，「国際統計活動の支配原則」（'(()），*+,報告"'((#&，
ヨーロッパ品質宣言"'((#&，「ヨーロッパ統計実践規約」（'(()））および主要国の原則文書等は，
"-&政府統計の利用者として公衆をはっきり位置づけ，"--&統計データと関連情報のすべてを利用者
に通知するべき，"---&利用者満足度調査や，利用者との対話を活用すべき等を，うたっている。
(2)利用者本位の統計活動の諸側面―総括図の提示 利用者・生産者の関係図を示したい。 
 
２．統計データの品質構成要素における利用者本位視角 
 ①広義には「現在および将来の利用者のニーズに見合っている度合い」，狭義には「関連統計の有
無と使用概念の妥当性」を意味する「適合性」，②「適時性と定時性」，③「明瞭性と解釈可能性」，
「アクセス可能性」などは，特に，利用者本位を体現している。 
 
３．統計データとメタデータと特に品質報告をふくむ関連情報の提供 
 上記の品質構成要素に関わるが，利用者に提供される情報の内容と形態に進展がある。 
(1)統計データと関連情報の提供に関するカナダの政策，./のガイダンス等が，この点での原則
を示したものとして注目される。(2)統計の提供における具体的進展としては，①分散化していた統
計関係情報の一元的集積がある。例として 2000 年に出発した 0+123432，./の「国家統計のウエ
ブサイト」，国連統計部の .56787 などがある。②ミクロ統計の提供，③メタデータの充実，④統計
品質情報へのアクセスの容易化がある。ここでは，オーストラリアとフィンランドのように，統計デ
ータ画面から品質関連情報を往復できる先端的形態，カナダの説明文書を参照する形 合衆国センサ
ス局のように詳細な冊子を用意しているケースなどがある。⑤利用者向けの統計教育・訓練の提
供にもまた進展がみられる。統計機関側の設定した課程，注文による課程，大学等との共同開発
による課程，ウエブサイト上でのオープンな自学自習用教材がある。カナダの利用者別サイトは
重層的で丁寧であり，オーストラリアのオンライン・ビデオ・チュートリアルでは多くのトピック
スについて利用者の反復学習が可能である。電話相談等への対応においても利用者に優しい形が追求
されている。⑥文書化と文書保存（アーカイビング）も，利用者本位を支える不可欠な作業である。
 
４．統計利用者の区分と利用者満足度調査 
"#& 利用者分類には簡単な3区分（ニュージーランド：公衆，専門職，統計家!"#$%&'%，オーストラリ
ア：()"*$+(+，,!*-%+(%*+，.$&%*+）があるが，これは単純なモデルであり，実践的には，一般の情
報提供先，統計教育・訓練情報提供先，利用者満足度調査のため等で，より詳細な区分をしている。
(2)利用者(顧客)満足度調査は広く行なわれている。方法論と調査結果の論議などがある。加盟諸
国に義務化している+22（97::;<，9名）の報告書が詳しい。スウェーデンでは満足度指数の計
算がある。+2Sハンドブックは利用者調査の種類を以下としている。 
表 利用者調査のタイプ（+22による区分）出所 +=<->?，@． 7>6 /ABC;B，3．;6，'((D
１ 一般的（伝統的）利用者調査：（構造的モデルを伴う利用者の満足を測定する調査をふくめて）生産

物Eサービスの基地の利用者に向けられた（部分的に）標準化された調査票
２ イメージ調査，「信頼度の調査」（市民，一般公衆：世論調査，マスメディア分析）

３ 電話，手紙，ファックスおよび ;Fメイルによる利用者との契約E質問E不満の登録
４ 主要な利用者（重要な利害関係者）との（会っての，郵便E;Fメイルによる）"質的）面接
５ "特定の出版物による利用者満足度についてのデータの収集のための）印刷された出版物と調査票
６ ウエブ利用者へのウエブ調査票

７ （郵便E;Fメイルによる：利用者満足度に関する情報の，新聞発表を伴う収集のための）新聞向け発
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表の受け取り手宛ての特別な調査票

８ 新聞記者会見，専門家会議，国家統計機関の訓練課程への参加者向けの特別な調査票（各会合での
利用者満足度についての情報を収集するための，会議の際のフイードバックシートの配布）

９ 統計データバンクの利用者向けの特別な調査票（郵送Eウエブに基礎をおくE;Fメイルによる；データ
バンクを伴って，利用者満足度についての情報を，収集するために）

#( データショップE図書館の利用者向けの特別な調査票（利用者への配布，提供とサービスを伴っての
利用者満足度に関する情報の収集のために）

## 「支払っている」利用者に焦点をあてた特別な調査（「販売統計」からのアドレスE情報）
 
５． 統計利用者と生産者の直接的対話   
"#&利用者との対話の諸形態 ①統計審議会‐利用者代表と生産者が参加する，②生産者と利用者
の会合‐統計審議会の下部の小委員会，諮問"76G-:ABH&グループなど，③生産者と特に重要な利用
者間の公式の協定を結んでの生産物・サービスの提供，あるいは利用者側からの貢献，④社会科
学での生産者と利用者の共同研究。⑤広い利用者との生産者の対話。(2)広い利用者との対話の諸
例 ①アメリカ合衆国：センサス局の７つの諮問委員会，I*2の利用者諮問委員会８（1.49）
連邦済統計諮問委員会（0+249）， 農業統計部（5422&のJ農業統計諮問委員会やデータ利用者
会議。②オーストラリア：利用者グループ・諮問グループ，州政府の統計利用者グループとのフ
ォーラム，5,K および政府機関からの代表者とのフォーラム。③英国：統計利用者フォーラム
（2.0L2878-:8-M7< .:;B: 0ABNC）。メンバーは．王立統計学会からの審議会，政府統計部会，社
会統計部会の O機関，ジェンダー統計利用者グループや労働市場統計利用者グループをふくむ #P
の利用者グループ・ネットワーク，センサス配達者協会等の６協力機関，オブザーバーは政府統
計機関の +2Q9，国家統計局（K25），地方政府協会，と統計理事会。ニュースレターを発行し，
メンバーであるか否かを問わず参加できる年次総会を開催。しかし，この利用者F生産者の直接的
対話に関する論議は不十分。R会議での論議はわずかであり，+22の '((PF'((S年に行われた同
業者評価の要約でも，諸形態や成果と問題点が一般的に論じられるには至らず。英国の上記事例
をふくめて掘り起こしと検討が必要である。
 
６．むすび‐利用者本位論展開の背景・要因と社会統計学と政府統計活動への示唆 
(1)利用者本位の原則と具体化への注目・認識の必要。原則や宣言は，単なる謳い文句や建前では
なく，自ら確認する必要に迫られ，統計活動の発展の指針であり，今日の統計生産をめぐる論議・
実践の多くは，これら原則等を具体化する形で急速に進んでいる。この点の自覚や認識を欠くと
統計理論も統計活動も国際的レベルから大きく後れをとる。(2)利用者本位と政府統計活動の基
盤・環境の変化 ①情報公開の思想の普及，②1980年代から，統計生産の現実動向を反映する点
での失敗・立ち遅れ，③証拠・事実に基づく政策論議(立案，監視，評価)の必要，全国統計・地
域統計への要求をふくむ統計ニーズの増大・多様化，④政府活動における顧客概念の拡大，⑤プ
ライバシー保護，回答者負担軽減等での統計活動への不信感の広がり＋予算削減が加わった。さ
らに，⑥特に分散型システムでの「利用者＝政府機関」思考からの脱却の遅れ。これらに対応す
る利用者本位思考や統計品質論の実践による積極的打開が現在の国際的動きである。 
(2)社会統計学への示唆。統計生産・制度研究は，蜷川図式（統計の真実性＝信頼性＋正確性）を
越えて，今日の国際的諸議論に対応し，日本での統計改革に寄与（批判・提言・参加）するべき。 
(3)日本の政府統計活動への示唆。日本の政府統計活動には，幾つかの前進がある。しかしなお弱
さがある。①日本の原則への具体化，②関連諸文書（ガイドライン・ハンドブック等）の作成・
公表‐饒舌なアピールT③利用者・特に研究者との連携の公的な（インフォーマルではなく，ヴィ
ジブルに）強化，が必要である。④利用者本位，品質向上の方向での統計改革には政府統計とし
ての一体性・一元制が必要である。業務の民間委託・委譲には危惧を持たざるをえない。
 
文献 (最近のもの若干) 
4N:8B7<-7> INB;7N AU 2878-:8-M:"'((S& 4>>N7< Q;VAB8 '((DF(S
97::;<，9J 9N:8AC;B 278-:U7M8-A> L7  2878-:8-M: 2W;6;>
9BA>:-A;，9J（'(#(& 278-:UH->? N:;B: >;;6: R'(#(，2;:: ##
+MAM=7B6，XJ 7>6 A8=;B:"'((S&

，2;::J#(J （邦訳"'(#(&『参考資料』5AJ#(S
+=<->?，@J 7>6 /ABC;B，3J ;6，"'((D&Y7>6ZAA[ A> 1787 RN7<-8H 4::;::C;>8 @;8=A6: 7>6 3AA<:J+NBA:878
2878-:8-M: 97>767"'(($&2878-:8-M: 97>767 RN7<-8H ,N-6;<->;，)8= ;6. 
2878-:8-M: 0-><7>6"'((D& RN7<-8H ,N-6;<->; UAB KUU-M-7< 2878-:8-M:，'>6 Q;G-:;6 +6-8-A>（邦訳あり）
2N>6?B;>，1J"'((#&“1AMNC;>878-A> 7>6 RN7<-8H -> KUU-M-7< 2878-:8-M:  R'(#(，2;::J''J
./ 2878-:8-M: 4N8=AB-8H"'(($&9A6; AU XB7M8-M; UAB KUU-M-7< 2878-:8-M:
./ 2878-:8-M: 4N8=AB-8H"'(#(& 28B;>?8=;>->? .:;B +>?7?;C;>8
伊藤陽一(2010b)「『統計の品質』論におけるデータ品質構成要素の検討」『経済志林』77(4)

49



統計教育のための疑似個別データ作成について 

 

小林 良行（ 一橋大学 ）

1. 新統計法の下でのミクロデータの利用 

平成 21年４月に新統計法が全面施行され、所要の手続きを経て承認されれば、公的統計のミク

ロデータ(個票レベルのデータ)が利用できるようになった。公的統計のミクロデータには、調査

票情報と匿名データ(調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別ができないように加

工したもの)があり、後者の匿名データは学術研究目的又は高等教育目的で利用することができる

ものである。ここで、高等教育目的での利用とは、高等教育機関(大学、大学院、短大、高等専門

学校)又はそれに所属する教員が学生や大学院生への講義や演習を行う目的で匿名データやそれ

を用いて作成した統計を利用することである。 

しかしながら、匿名データを用いた実証分析を初めて学ぶ学部学生や大学院生などの初学者に

対する教育を考えた場合、匿名データでは調査事項が多岐にわたり、データ量も多く、利用に際

しては調査設計についての十分な理解が必要となるため、実際の利用においてはデータ内容の確

認や分析に適した項目の絞り込みなどに時間を要し、限られた時間数の中で肝心のデータ解析ま

で至らない可能性がある。 

また、匿名データを利用しようとする場合、教員は所定の手続きを独立行政法人統計センター

又はそのサテライト機関(現在、一橋大学、神戸大学、法政大学、情報・システム研究機構の 4法

人)を通じて行う必要がある。提供を受けたデータの格納媒体は、利用時以外は鍵のかかるキャビ

ネットなどに保管しておく必要がある。したがって、学生にデータを使った演習をやらせる場合

には、匿名データの格納媒体を演習の都度、保管庫から出し、学生に貸与し、演習が終了したら

媒体をすべて回収し、次の授業までの間は保管庫に収納しておく必要がある。これらの行為は、

学生の人数が多くなると、教員にとって大きな負担となる。 

 

2. 教育用データ作成の背景 

特別の手続きを必要とせずに自由に使え、公的統計のミクロデータを用いた実証分析能力を育

成するのに利用できる訓練用データがあると、初学者への教育を段階的に行っていく上で役立つ

であろう。そのようなデータを作成することは意義のあることと考えられる。 

立教大学では、学部学生や大学院生を対象とした、公的統計の二次利用の仕組みや手続き、匿

名データを想定した集計表作成や回帰分析の演習などを含む、統計教育コンテンツの開発を進め

ている。一橋大学経済研究所では、立教大学の業務委託を受けて、集計表作成や統計分析の講義・

演習に利用できる教育用データの作成に関する研究を行っている。現実には一種類のデータで教

育に必要なすべての用途を満たすようなものを作成することは困難であるから、今回の研究では

集計表作成用と重回帰分析用の 2種類の教育用データを作成することを考えている。 

教育用データとしては、集計結果や相関構造などが実際のミクロデータにできるだけ近いもの
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が望ましい。しかし、教員があらかじめ教育用データの特性を知った上で学生の指導に利用する

のであれば、必ずしも原ミクロデータと近似していなくとも一定の教育効果を得ることは可能で

あろう。

3. 疑似個別データの作成方法 

 教育用データは、匿名データ利用の訓練用のデータと位置付けられることから、データ量や項

目数をある程度絞って、学生の理解が複雑にならないようにすることを前提として作成する。教

育用データは疑似的なミクロデータ(疑似個別データ)の形をとることにし、集計データから疑似

個別データを作成することを考える。疑似個別データの作成方法として、下図の 2つの方法が考

えられる。 

     "ミクロレベル  "マクロレベル   "メソレベル
のデータ#       のデータ#        のデータ#

① 調査票情報、匿名データ→＜集計＞→集計データ   →＜分解＞ →疑似個別データ

②                  既存の集計データ→＜組合せ＞→疑似個別データ

ミクロデータを集計・分解することにより疑似個別データを作成する方法として、匿名化技法

の一種であるミクロアグリゲーションの考えを用いた方法が考えられる。一方、既存の集計デー

タから疑似個別データを作成していく方法としては、たとえば公表されている統計表を利用し、

与えられた周辺分布から同時分布を求める繰り返し比例補正法(Iterative Proportional 

Fitting Procedure)を多次元に拡張した方法が考えられる。 

 

4. 作成事例 

 上記①の方法で重回帰分析の教育用データの作成を、②の方法で集計表作成の教育用データの

作成を試みることとした。利用するデータは、立教大学が高等教育目的で提供を申し出て、利用

を承諾された、平成 $%年全国消費実態調査、平成 $&年社会生活基本調査及び平成 $'年就業構
造基本調査の匿名データである。

まず、全国消費実態調査の匿名データに対し、ミクロアグリゲーションの個別ランキング法

"()*(+(*,-. /-)0()1 23456*#を適用し、疑似個別データの作成を試みることとしている。全国消
費実態調査の収支項目には階層関係による上位項目への加法性と収支バランスの問題があり、個

別ランキング法をそのまま適用するとこれらを保証することができない。しかし、家計簿調査票

の記入方法と収支項目分類の体系を踏まえると、収支項目の最下位項目に個別ランキング法を適

用し、上位項目は直近下位項目の和により求めること及びこうして求めた収入額と支出額のバラ

ンスを取るための調整項目を導入することにより、この問題は解決可能である。詳細は学会報告

で述べることとする。また、②の方法により作成した教育用データについても報告する予定であ

る。
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教育用ミクロデータ作成の試み 

―政府統計ミクロデータの利用拡大に向けて― 

山口 幸三 秋山 裕美 後藤 武彦（統計センター） 

伊藤 伸介（明海大学） 

 

新統計法（平成 19年法律第 53号）が平成 21年 4月 1日から全面施行され、ミクロデータ利用

のための新たな統計制度が開始された。新たな統計制度の大きな柱として、統計データの有効利

用促進が掲げられ、そのための仕組みとして、委託による統計の作成（オーダーメード集計）、匿

名データの作成・提供が整備された。これらにより、大学等の研究者による学術研究目的、高等

教育目的での、公的統計データの有効活用、高度利用の道が開かれた。 

 

現在時点では、オーダーメード集計については、統計センターを通じて、総務省統計局の国勢

調査（平成 2，7，12，17年）、文部科学省の学校基本調査（平成 20年度）、厚生労働省の賃金構

造基本統計調査（平成 18年）、国土交通省の建築着工統計調査（平成 21年 4月～22年 3月）が、

その他内閣府・財務省の法人企業景気予測調査（平成 16年 4～6月期以降）、財務省の年次別法人

企業統計調査（昭和 58年度～平成 21年度）、農林水産省の農林業センサス（平成 17年）、漁業セ

ンサス（平成 15、20年）が提供されている。 

 また、匿名データについては、統計センターを通じて、総務省統計局の就業構造基本調査（平

成 4，9，14年）、全国消費実態調査（平成元，6，11，16年）、社会生活基本調査（平成 3，8，13

年）、住宅・土地統計調査（平成 5，10，15年）が提供されている。 

 

 これらの公的統計のミクロデータ提供サービスについて、昨年度の提供実績は、匿名データの

提供 20件、オーダーメード集計４件と、利用が必ずしも進んでいるとは言えない状況となってい

る。ミクロデータの利用促進のための有効な方策としては、若手の研究者が経済・社会科学の分

野における実証分析のために、公的統計のミクロデータを利用するための教育環境を整備するこ

とが考えられる。大学等の高等教育において、公的統計のデータを用いた講義や実際に公的統計

のミクロデータを用いた演習を通じて、データの特性を理解するとともに、集計や統計的分析に

関する理解を深め、ミクロデータを利用した実証分析能力を育成する。そうすることによって、

若手の研究者によるミクロデータの利用が進み、必然的に二次利用の活用が拡大すると考えてい

る。 

 

 大学院生等の初学者に対する実際のミクロデータを用いての教育を考えた場合には、利用に制

約のある匿名データではなく、自由に利用できるミクロデータがより望ましい。新統計法の全面

施行に向けての検討の中で、統計委員会、匿名データ部会等では、レプリカデータ、統計教育・

訓練用データの必要性が議論され、このようなデータが要望されていた。そのために、統計セン

ターでは、自由に利用できる教育用ミクロデータの作成を計画し、その作成方法を検討し、教育
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用ミクロデータを作成している。このデータを高等教育に活用することにより実証分析能力の育

成に貢献できるとともに、このデータによってミクロデータの取り扱いに慣れれば、匿名データ

の利用が進み、利用者の裾野が広がっていくものと考えている。 

 

ここでの教育用ミクロデータとは、ミクロデータの形式をとる擬似的なデータと位置付けてお

り、個票データとは異なるデータである。他方、教育用としては、個票データの分布に近似して

いるデータが求められる。そこで、教育用ミクロデータ作成の基本的な考え方としては、個票デ

ータから作成するのではなく、個票データから高次元の集計表を作成し、その集計表から教育用

ミクロデータを作成することとした。ミクロデータ作成用の集計表は、分類項目を質的属性、集

計項目を度数と量的属性の平均値で作成する。この集計表からミクロデータを作成するに当たり、

分類項目である質的属性の選択、量的属性の生成方法などについて、実際に平成 16年全国消費実

態調査を用いて実験を行った。特に、量的属性の生成について、集計表のセルごとに量的属性を

平均値とした度数分のレコードをミクロデータ形式で作成すると、同じ値を持つレコードが多く

なり、画一的なデータとなって、有用性が失われる。そこで、セル内のデータが正規分布にした

がうことを仮定し、平均値、標準偏差等を用いて正規乱数を生成させて、個票データのばらつき

を加味して作成することを考えた。この方法により個別データの分布に近づけることができ、さ

らに単変量正規乱数ではなく、２変量正規乱数を用いることが、属性間の関係を保持する上で有

効であることが実験結果からも明らかになった。 

 

今後の課題として、①データの有用性の検証、②２変量から多変量への展開、③質的属性の選

択、④集計用乗率の作成方法、⑤今回作成を計画している全国消費実態調査データ特有の収支バ

ランスと量的属性の加法性の確保、などが挙げられる。実際に利用可能な教育用ミクロデータを

作成するに当たって、このような課題にすべて応えようとすると、検討に相当の時間を要するこ

とが予想されるので、できる範囲で反映させ、試用版を作成したいと考えている。なお、教育用

ミクロデータのイメージは、次の図のとおりである。 

本研究大会では、このような教育用ミクロデータ作成の試みについて報告する。 

 

全国消費実態調査の教育用ミクロデータのイメージ図 

世帯情報 世帯員情報 

年
間
収
入 

消費支出 貯蓄現在高 負債現在高 
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計
用
乗
率 

世
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区
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･･･ 
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･･･ 
･･･ 

3 ･･･ ･･･ 692 320063 ･･･ 1587 ･･･ 566 
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ジェンダー統計に関わる政府指針の検討 

―統計基本計画と第３次男女共同参画基本計画(案)を中心に― 

杉橋 やよい（金沢大学）

I. 本報告の課題 

本報告では、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（2009年 3月施行）と「第 3次男女共同参画基

本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」（2010年 7月 23日公表）で取り上げられたジェンダー

統計（以下 GS と略す）を整理し、日本のこれまでの研究や活動の蓄積および国際的な GS 活動と比較し

て、その弱さなどを指摘し、今後の展望を探る。 

II. 世界のジェンダー統計活動・指針―国連を中心に― 

1. 『世界の女性 2005』ジェンダー統計整備のための戦略 

ジェンダー統計を改善するため、(i)国家統計システムの強化、(ii)統計作成におけるジェンダー主流化、

(iii)概念･方法の開発と改善という 3つの括りのもと、11の戦略が示された。 

2. 世界規模のジェンダー統計活動 

2006 年 12 月のジェンダー統計の開発に関する機関間・専門家グループ（IAEG-GS）の開催を契機に、

世界のGS活動が最活発化する。具体的には、IAEG-GSの創設と活動開始、世界ジェンダー統計プログ

ラムの設立、GenderInfo の立上げ、世界ジェンダー統計フォーラム（GFGS）の開催等である1。また、2007

年から、2つのAdvisory Group‐(i)GS訓練活動とカリキュラムと(ii)世界規模のジェンダー統計と指標デー

タベース‐が新設された。 

2009年にガーナで開催された IAEG-GS会議2では、上記 2つの Advisory Groupの活動が中心に報

告された。ポータル作成は、財源不足のため、進展がないが、UNSDの下で再度作成を試みるべきで、内

容については、世銀や地域委員会と協力して検討することが確認された。データベースについては、世

界規模のジェンダー統計と指標のデータベースの開発に向けて、核になるジェンダー指標のセットを開

発すること、が今後の課題とされ、次回の会議（2010年 10月フィリピンでのGFGS後）で議論される予定。 

3. Beijing+15の成果文書におけるジェンダー統計 

概要：性別データの不足は、貧困、暴力（141項）、紛争下での女性への暴力（180）、経済（就業、起業家、

農業、インフォーマルセクター（213））において見られ、信頼できる比較可能なデータの不足は、意思決

定（公務員、裁判官、学術、メディア、経済的意思決定 250、496）、経済的･金融的資源へのアクセス

（495）、メディア（ICT へのアクセス･利用等 345、495）で指摘された。また、GS の障害は、上述のデータ

の不足に加え、データ収集の費用と方法論の問題（282）が挙げられた。統計家の訓練は特に暴力調査

（145）で必要とされ、生活時間調査の実施を可能にするために国家統計局の能力構築が謳われた（495）。

最近国際的に力点が置かれている GSの分野は、生活時間、暴力、健康（276）であった。 

主な特徴：①GSの不足や必要性は、重要分野で散在するが、GS を主に扱った項では、統計の概

念、測定方法等に関する叙述が弱い。②国際的な GS 活動の前進についてほとんど叙述がない。

③今後の課題として、国家統計局と現場省庁の統計部との協力の強化や統計機関の能力構築への

" 法政大学日本統計研究所（#$$%）『研究所報 ジェンダー（男女共同参画統計Ⅱ）』&'()*を参照。
# 第 #回 +,+-のまとめは、経済統計学会ジェンダー統計研究部会ニュースレター&'(".を参照。
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支援（547）が語られたが、『世界の女性 2005』で提起された戦略が包括的に含まれていない。 

III. 「公的統計の整備に関する基本的な計画」とジェンダー統計 

｢統計基本計画｣におけるジェンダー統計 +-整備･充実そのものの記述はなく、「第２‐３‐（２）少子
高齢化等の進展やワークライフバランス等に対応した統計の整備」でのみ、男女の状況の統計的把握が

述べられている。

統計基本計画/素案0に対するパブリックコメントとその後 素案についての意見募集時に+--部
会から主に ) 点について要望が出された。①「+- の整備･充実」の特定項目の設定、②123 統
計の整備において、/40男女共同参画の視点から、男性も対象に加えること、/440性、年齢等重要属
性によるクロス集計を強化すること、他 ) 点、③雇用均等基本調査の拡充、である。しかし、結
局、上記のうち②/40は採用されたが、それ以外は反映されなかった。その理由は、①のみ示すと、
事業所･企業を対象とした調査における従業者等の性別データの表彰等は取組が進行中で個別の

事項としては記載しない、ということだ。

主な特徴と弱さ +- に関する叙述は極めて限定的である。『世界の女性』の戦略５を日本は約 5
年間実施しないことを意味する。「統計行政の新たな展開方向」（#$$)）で取上げられた +-の整
備・充実が反映は結局軽視･無視されたのは、+-に関する理解の不足が考えられる。
IV. 第３次男女共同参画基本計画(答申)とジェンダー統計3 

第３次男女共同参画基本計画(答申)でのジェンダー統計 GS の記述は、第一次や第二次計画と同様に、
主に第 2「社会制度･慣行の見直し」と幾つかの分野にある程度見られるが、今回初めて第 1 部「基本的

考え方」でも語られた。第 2部の重点分野では、①2「社会制度･慣行の見直し」が GSを最も多く書き込み、

②6「農山漁村」で「男女別データの把握」、③８「高齢者等」で、障害者に関する「総合的な支援制度を構

築する（中略）際、男女別の統計データの充実等について検討する」、④９「暴力」では「的確なデータの

在り方の検討」、④10「健康」では「健康や医療サービス提供に関する男女別データの収集」、⑤12「科学

技術・学術分野」で「研究者・技術者及び研究補助者等に係る男女別の実態把握とともに統計データを

収集・整備し、経年変化を把握する」の叙述がある。 

パブコメとその後 障害者と科学技術の分野で、意見を反映して、GS の改善が見られた。しかし、それ以

外の箇所では、GSS部会や部会員から意見がだされたが、GS関係の記述は改められていない。 
主たる特長･弱さ ①ジェンダー統計を単なる「男女別統計」として狭く捉えた叙述がほとんどである。②統

計に関する記述が極めて少ない。③男女共同参画社会形成に向けた「変革の道具」ととらえている国際

的なジェンダー統計活動での認識とは違う。④「統計基本計画」についての叙述がなく、統計局との連携

について疑問が残る。特にWLB関連において。 

V. 日本でのジェンダー統計の発展に向けて―制度的側面から― 

国際的な +- の到達点‐北京行動綱領、『世界の女性 #$$5』の戦略等を含む‐や国内での研究の
発展を踏まえた上で、日本の +- を前進させる具体的計画が、政府方針に盛り込まれる必要があ
る。目下は、第 ) 次男女共同参画基本計画で、+- に関する具体的施策がより充実したものにな
ることを期待したい。（詳細については，当日述べることにしたい）

) 中間整理とそのパブコメのまとめは、&167/#$$%(80『男女共同参画統計ニュースレター&'()』を参照。
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リプロダクティブ・ヘルス／ライツと統計  

福島 利夫（専修大学）

はじめに

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）は、"##$年の国連・国際
人口開発会議（カイロ会議）ならびにその翌年の "##%年の第４回世界女性会議（北京会議）で
提起され、日本でも &'''年の男女共同参画基本計画（第１次）で取り上げられている。
 しかし、この「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」という考え方は、男女共同参画会議の最

近の答申「第３次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」（&'"'年７月 &(日）
でも指摘されるように、十分には認識されてこなかったことも事実である。

 一例として、最新版（&'"'年版）『男女共同参画白書』（&'"'年６月 &&日発行）には「リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ」の記述が一切ない。

 他方で、新しい統計法が &''#年４月から全面施行され、これに合わせて閣議決定された「公
的統計の整備に関する基本的な計画」（&''#年３月 "(日）では「社会的・政策的なニーズの変化
に応じた統計の整備に関する事項」の一つとして「少子高齢化等の進展やワークライフバランス

等に対応した統計の整備」が挙げられている。そこでは、「男女共同参画の視点を踏まえつつ、結

婚、出産、出産後も子育てをしながら就業できる環境作りなどに関する実態を的確にとらえる観

点」が強調されている。

 こうした状況のもとで、改めて「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の視点が日本の人口統

計などでどのように反映されているかについて検討したい。

１ 「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」とは何か

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（)*+,-./012* 3*4503 46. ,17308）」は直訳すれば「生殖
に関する健康と権利」となるが、一般には 8*9/45 の意味も含めて「性と生殖に関する健康と権
利」と訳されるし、実質的な内容としてもより広い範囲が対象として取り扱われる。

"##$年のカイロ会議で採択された行動計画（"##%年から &'年間についての計画）の中心的概
念として提起された「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」は、従来の人口政策に根本的な転換

をもたらすものであった。「パラダイム転換」とか「コペルニクス的展開」とも呼ばれている。

それまでは、「人口政策」といえば、政府による人口増加抑制政策として、マクロ的な国策を示

すものであり、その主体は政府であった。しかし、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」は、人

権の視点、ジェンダー平等の視点から、主体をミクロ的な個人、特に女性に移すものである。

まず、「リプロダクティブ・ヘルス」の問題領域は、家族計画（避妊）、妊娠中絶、不妊、妊産

婦死亡、母子保健、:;<／エイズを含む性感染症、女性への暴力、女子割礼／女性性器切除
（=>?=@A）などである。
 そして、「リプロダクティブ・ヘルス」のカイロ会議の「行動計画」の定義は以下である。

  「人間の生殖システム、その機能と活動過程のすべての側面において、単に疾病、障害が少な
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いというばかりでなく、肉体的、心理的、社会的に完全に健康な状態にあることを指す。した

がってリプロダクティブ・ヘルスは、人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖

能力をもち、子どもをもつかもたないか、いつもつか、何人もつかを決める自由をもつことを

意味する。この条件のなかには、男性と女性が自ら選択できる、安全かつ効果的、経済的に入

手可能で受け入れやすい家族計画の方法、ならびに法に反しない他の出生調節の方法について

知らされ、利用できる権利、女性が安全に妊娠・出産でき、カップルが健康な子どもをもてる

最善のチャンスが与えられるよう適切な保健サービスを受ける権利が含まれる。」

次に、「リプロダクティブ・ライツ」は、「北京行動綱領」では、「すべてのカップルおよび個人

が、自由にかつ責任をもって、子どもの数、産む間隔、時期を決め、そうするための情報と手段

を得る基本的権利、および最高水準の性と生殖に関する健康を達成する権利の承認にかかって」

おり、さらに、「差別、強制、暴力を受けることなく生殖に関する決定を行う権利も含まれる。」

２ 国連の開発目標の枠組と「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の関連指標

 国連は "##B年を国際貧困撲滅年とし、"##C年からの "'年を国際貧困撲滅の "'年とした。そ
して、世界の最貧困層を &'"%年までに半減し、さらに今世紀末までには撲滅してしまうという
目標を打ちだしている。

 ここからさらに、&'''年の国連総会で「ミレニアム開発目標（AD@8）」が決議され、その後
追加も含めて数値目標等が具体化（８つの目標、&&のターゲット）されている。そのなかで「リ
プロダクティブ・ヘルス／ライツ」に関連する項目と指標は次のようになっている。

 目標３ ジェンダー平等を促進し、女性をエンパワーする。（ターゲットと指標は省略）

 目標４ 児童の死亡を減らす 

        目標５ 妊産婦の健康を改善する ターゲット５‐E："##'年から &'"%年の間に、妊産婦死
亡率を４分の３減らす（指標：妊産婦死亡率、熟練した医療職の立ち会いによる出産の割合） 

ターゲット５‐F：&'"%年までに、リプロダクティブ・ヘルスへの普遍的アクセスを達成
する（指標：避妊具の使用率、未成年者の出産率、出産前ケアの普及＜少なくとも１回と少

なくとも４回＞、家族計画の必要への非対応）

 目標６ :;<／エイズ、マラリヤその他の疾病との戦い
 上記の視点と指標は、国連の『世界の女性 動向と統計 &'''』にも共通している。
３ 日本での「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の現状と統計

 "##B年優生保護法の大幅改正（母体保護法へ改称）：優生学的規定と表現を削除、変更
"###年低用量ピル、銅付加子宮内避妊具、女性用コンドームの承認で、女性の側からのコント
ロールが可能な避妊法の選択肢広がる。

①母体保護統計報告は &''&年から保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）に統合。②"##C
年の第 ""回出生動向基本調査で、（生むつもりがなく）避妊が必要な夫婦の &%％が避妊を実行し
ていないことがわかるが、この調査では第 "&回（&''&年）以降「出生調節」の調査項目が削除
されており、復活が望まれる。③「出生に関する統計（人口動態統計特殊報告）」の「出生動向の

多面的分析」でも、「結婚期間が妊娠期間より短い出生の傾向」はあるが、「出生調節」はない。
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教育統計の現状と課題――ジェンダー統計の視点から  

中野 洋恵（国立女性教育会館）

はじめに

 日本における教育に関する統計は整備されており、「学校基本調査」、「学校教員統計調査」、「社

会教育調査」等、教育・学習に関わる詳細なデータが提供されている。そのため生徒数、学生数、

進学率、教員数に関わる状況を明らかにすることはできる。しかし、国際的な課題、あるいは喫

緊の課題に（例えば教育格差による貧困問題等）対応するためにはデータが不足しているものも

あった。この点については統計委員会の中でも議論がなされ、平成 ""年 #月 $%日に発表された
「平成 "$年度統計法施行状況調査」では進展が見られる。
また、統計審議会答申を踏まえ、「平成 "&年度社会教育調査」においては調査対象が追加され

充実が図られている。

'月 "(日に発表された「第３次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」
の教育の分野を見ると、男女共同参画を進めるためにはさらにジェンダー統計を活かすことが求

められるように思う。どのようにデータを活用し、「見える化」するかが今後の課題となるだろう。

１ 新たな課題への対応

「北京行動綱領」採択 $)周年における地域的実施状況及び地域的国際的成果を見直すアジア太
平洋ハイレベル政府間会合の成果文書「北京＋$)に向けたバンコク宣言」の中で「女児と女性の
教育における改善は、領域の多くの女性にとってより良い経済機会を体系に生み出してはおらず、

女性は概して男性より賃金が大幅に低く能力以下の仕事に従事している」ことが課題とされてい

る。教育を受けたその先の経済状況を問題としている。

これは日本においても問題であったが、「学校基本調査」は在学する生徒、学生の統計であり、

卒業後の経済活動にどのように影響を及ぼすのかを明らかにすることができなかった。しかし最

近の「貧困」「格差」が社会問題となる中、日本国内においても労働に影響を及ぼす教育課題とな

り統計委員会の中でも取り上げられている。そして、平成 ""年 #月 $%日に発表された「平成 "$
年度統計法施行状況調査」の第 "ワーキンググループ対象分野に*+,教育をめぐる状況変化等に対
応した統計の整備の項目があげられている。「社会生活や雇用・労働等との関連を分析できるよう

にする観点から、関連統計において、学歴等の教育関連項目について検討する」については、厚

生労働省が平成 ""年度「国民生活基礎調査」において、「教育」の項目を追加し、学歴を６区分
（小学・中学、高・旧制中、専門学校、短大・高専、大学、大学院）を把握するとしている。「学

校教育の段階から就職活動に至るまでのライフコース全般を的確に捉える統計について検討す

る」については、文部科学省が「新しい時代に対応した統計調査の推進に関する検討会」を設置

しており、今後同検討会において検討を進め ")年度中に結論を出すとしている。
平成 "$年度「文部科学白書」でも、格差の固定化に教育が影響を及ぼす懸念から「就学状況の

累計」のグラフが性別、学歴別に、学歴別生涯賃金の比較のグラフが性別に掲載されている。一
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定の進展が見られるといっていいだろう。これまでアプローチの難しかった課題に少しでもせま

ることができるのではないだろうか。ジェンダー視点がどれだけ入るか今後の発表を待ちたい。

２ 社会教育調査の充実

３年ごとに実施されている社会教育調査は統計審議会答申を踏まえ、平成 "&年度調査から女性
教育施設の対象を拡大した。これまでの「女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報

提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は

民法 （明治二十九年法律第八十九号）第三十四条 の規定により設立された法人が設置した社会

教育施設」だけではなく、独立行政法人及び地方公共団体の首長部局の施設を新たに調査対象と

して追加した。

「第３次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」においても男女共同

参画を推進する拠点として女性センター・男女共同参画センターが位置づけられている。そして

その充実を図ること、センターの役割を明確にすることが記載されている。これまでの「社会教

育調査」では、現在、明らかに多数を占める首長部局の女性センター・男女共同参画センターが

入っていなかったためにその他の施設と差異を必ずしも明確にできなかった。今後は、「社会教育

調査」からもデータを提供できよう。

３ 「第 (次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」における「男
女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習」

第 $$分野である「男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習」は第 "次基本計
画に比べるとトータルとして進んでいると考えられる。女子学生の進学の割合が理工分野におい

ては低いなど、専攻分野における男女の偏りが見られるという認識から新たに第 $"分野として
「科学技術・学術分野における男女共同参画」がたてられた。そこでは「研究者の女性割合につ

いて「"&"&年 (&％」の目標達成のために、研究機関が女性の採用に関する数値目標の設定と公
表、研究機関における取組状況や職階別の女性割合を把握し公表することが記載された。さらに、

「研究者・技術は及び研究補助者等に係る男女別の実態把握と共に統計データを収集・整備し、

経年変化を把握する」も加えられた。

科学技術分野における女性の参画は国際的にも共通する課題となっており、毎年発表される

-./0インディケータにおいても充実が図られている。
「学校教育分野における政策方針決定過程への女性の参画の拡大」の中で「初等中等教育にお

いて校長・教頭などなどに起きる女性の登用について「"&"&年 (&％」に向けた具体的な目標（例
えば "&$)年の目標）を設定するよう働きかける」となった。
しかし高等教育においては「"&$&年までに女性教員の割合を "&％に引き上げる、を踏まえつ

つ・・・各国立大学法人が積極的な取組を行うように促す」にとどまっており、第 "次基本計画
の「取組を要請する」より弱い表現になっている、また「公私立大学等についても女性教員の割

合向上・・・」が省かれている。
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生活の社会化に伴う新家計支出の把握とジェンダー統計整備の課題 

伊藤 純（昭和女子大学）

背景及び研究目的 

日本では，少子・高齢化，家族の規模・機能の変化，就労女性の増加等を背景として，育児・

介護を含む生活の社会化が進行している．従来，社会化された育児・介護サービスの主たる担い

手は，公的部門であったが，1980年代以降，低経済成長への移行と財政の行き詰まりによる社会

保障費の抑制を受けて，公的部門によるサービス提供は大幅に縮小され，代わって，民間部門や

インフォーマル部門を交えての多様な福祉サービスの供給が目指され，福祉ミックスの時代を迎

えた．福祉ミックス時代の生活の社会化は，公的サービスの抑制と効率化，民営化・市場化の推

進により供給主体量を増大させ，利用者の選択肢を広げる一方で，サービス需要抑制につながる

という側面ももっている．また，サービス利用者側に「選択」と「自己決定」を促す一方で，「自

己責任」「自己負担」という側面を発生させている．「自己負担」については，措置から契約利用

制度への転換，市場化・民営化の流れの中で，消費者・生活者の自主的自律的利用・支払いとい

う形を装いながら，生活の社会化に伴う「新たな家計支出」（以下，「新家計支出」）を社会的・強

制的に発生させている点が問題であると思われる． 

特に，高齢者については厚生労働省「国民生活基礎調査」の " 世帯当たり平均所得金額や世帯
人員１人当たり平均所得金額が全世帯のそれと比べて大幅には下回らないことを理由に，介護保

険料の徴収や介護保険サービス利用料の１割負担，介護保険施設等における食費・居住費などの

自己負担が求められてきた．これらの「新家計支出」は，とりわけ単身女性高齢者世帯や要介護

高齢者のいる低所得者世帯に，サービスの利用抑制と食費の切り詰め等をもたらし，生活の質の

低下につながる事態を引き起こしているという指摘もあり，実態の把握が重要になっている．

このような状況の中，2010年7月23日に，男女共同参画会議から「第３次男女共同参画基本計画

策定に当たっての基本的な考え方について（答申）」が出された．15の重点分野の８番目には「高

齢者，障害者，外国人等が安心して暮らせる環境の整備」が掲げられており，その「施策の基本

的な方向」では「高齢者が自立し，安心して暮らせる社会の実現には，男女の生活実態，意識，

身体機能等の違いに配慮したきめ細かな自立支援施策の展開が必要」とされている．また，高齢

女性に対する優先的な支援の必要性は，国連の「高齢化に関する世界会議」の「行動計画」や「北

京#"$」の中でも取り上げられ，その課題解決に向けたツールとしての生活・福祉ジェンダー統
計の必要性は増加している．以上を背景として，本報告の目的は，日本の高齢者の生活の社会化

の一つとして，介護の社会化を取り上げ，これに伴う「新家計支出」の実態を家計統計により把

握することを通じて，この領域におけるジェンダー統計整備の課題について検討することである．

研究方法 

 総務省統計局「全国消費実態調査」（平成 16年）及び総務省統計局「家計調査年報」（平成 17

年から平成 21年）を使用し，上記目的に沿って加工・分析した．
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研究結果 

 「全国消費実態調査」及び「家計調査」によって把握できる介護の社会化に伴う支出としては，

「介護保険料」と「介護サービス」の二つが挙げられる．この二つが収支項目分類に登場したの

は，平成 17年 1月の改定時からであり，「介護保険料」は従来の「健康保険料」から分割・新設

され，「介護サービス」は，「その他の消費支出」の中の「その他の諸雑費」の「その他」から分

割・新設された．また，「全国消費実態調査」においては，介護保険制度発足後の平成 16 年調査

から，「家族に要介護認定者のいる世帯」を特定世帯の１つとして新設し，「第 71 表 要介護認定

者の種類別 1世帯当たり 1か月間の収入と支出」など４つの統計表が作成されるようになった． 

しかしながら，「介護サービス」への支出が高いことが予測される「家族に要介護認定者のいる

世帯」については，10 大費目の中分類による統計表しか作成されておらず，「介護サービス」は

「その他の消費支出」の中の「諸雑費」に埋もれてしまい，実態の把握ができない統計表になっ

ていた．なお，「介護保険料」についても「非消費支出」の「社会保険料」の中に含まれてしまう

ため，同じく実態の把握が不可能であった．「高齢者世帯編」におけるすべての統計表についても

同様に「介護保険料」「介護サービス」の把握は不可能であった．つまり，「介護サービス」につ

いては，「品目編」に掲載されている統計表からのみ把握可能であったため，本報告においては「介

護サービス（費）」の家計への影響が大きいと思われる「65歳以上の無職世帯員がいる世帯」「高

齢者夫婦と子供夫婦の世帯」世帯を取り上げることにとどまらざるを得なかった． 

その結果，「介護サービス」については，「65 歳以上の無職世帯員がいる世帯平均」月額 1,170

円，集計世帯数は少ないが「高齢者夫婦と子供夫婦の世帯」においては 3,084円であった（参考：

勤労者世帯の平均月額は 288円）．この結果から「要介護高齢者のいる世帯」における「介護サー

ビス」はこれらの額を上回ることが類推された． 

提言 

ジェンダー統計は「①調査票とそれに該当する原書式にできるだけ性区分をいれて，これを公

表される統計表においても維持すること，②世帯・家族，労働，健康等の男女別の状況を把握す

る場合には，性別とともに年齢，労働力状態等を調べ，適切にクロスした集計表とすること，③

個人調査に関する性別だけでなく，男女共同参画社会の推進にかかわる重要問題（略）を取り上

げること」により，充実したものとなる（GSS NL No.15より）．今後，人口の高齢化が一層進展

し，社会的な介護を必要とする個人・家族が増加する，すなわち介護分野における生活の社会化

がますます進展することが見込まれる．それゆえ，低所得に位置づきやすい単身女性高齢者世帯

や要介護者を抱える低所得者世帯の家計の状況を，所得・収入の面からのみならず，支出の面か

らきめ細かく分析することは，高齢者福祉施策や介護（保険）制度等の在り方を検討する上で不

可欠である．したがって，「介護サービス（費）」については，「その他の諸雑費」として，冠婚葬

祭にかかわる費用などと同列に位置付けるべきではない．「家計調査」「全国消費実態調査」のジ

ェンダー統計性を高め，これらの統計が社会福祉や介護制度等の給付と負担をめぐる議論の資料

として有効に活用されるためにも，10 大費目の中の「保健医療費」を，「保健・医療・介護費」

などと改定し，この中分類として「介護サービス費」を新設することが求められる． 
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経済センサス導入を受けた年次供給使用表推計に関する研究 

-工業統計の代替試算の方法に関して- 

櫻本 健（立教大学大学院博士課程後期課程）

本報告は、これまで筆者が研究してきた平成 "#年までの急激な環境変化への対応と供給使用表
推計フレームの構築に向けた研究をベースとしている。本報告では特に前者、経済センサスの導

入に伴う平成 "# 年までの国民経済計算年次推計（$%$）を取り巻く環境の変化と新推計システ
ムの概要を明らかとすることを主目的とする。

1 GDPの推計方法の変更 

 コモ法は&'(の係数を約 #割程度
決定する基幹的な推計方法となって

いる。現在全生産物の中で製造業は、

)*++分類、約 #割を占め、そのほと
んどが工業統計に依存している。

今後経済センサス導入に伴って、平

成 ",年～"*年、"#年以降の "段階
で工業統計に代わる&'(の推計方法
を検討している。

 活動調査に取り込まれる統計調査

全体を含めると、&'(（$)）確報の基礎データが約 +割減少する。その結果、平成 "#年以降年
次推計を行うのに必要な係数が著しく不足する事態となっている。こうした問題に対処するため、

生産動態統計（以下生動）を中心としたコモ法を設計し、生産物分類を細かくすることで配分先

が特定し、正確な &'(（支出側）を計測する。
コモ法は、生産物別に流通段階毎に係数を捕捉することで、正確な国民所得を計測することを

目的としている。国内家計現実最終消費から政府の移転

分が除かれることで、家計最終消費支出が推計される。

この家計消費と総資本形成を合わせて、&'(の #割がコ
モ法で決まる。&'(（支出側）を計算する際に、政府最
終消費支出、輸出、輸入は外生的に与えられる。

現在コモ法では、細分類 ")"- 分類だが、産業連関表
では ./)0桁 1-00分類で産出額を捕捉している。コモ法
は、工業統計の出荷額に焦点を合わせて設計されている

ので、産業連関表との細分類での整合性は考慮されてこ

なかった。平成 "#年に向けて開発中の新推計では、産業
連関表の産出額推計を一部取り入れる見通しである。

表 ) 経済センサススケジュール

経済センサ
ス-活動調査

工業統
計調査

SNAへの工業統計
相当データ手交

2010 平成22年 ○ ○
2011 平成23年 ○ ○
2012 平成24年 ○ ←統合 ○
2013 平成25年 ○ ○
2014 平成26年 ○ ○
2015 平成27年 ○ ○
2016 平成28年 ○ ←統合 ×
2017 平成29年 ○ ×

表 " 産業連関表産出額推計

 推計方法 品目数 

1 生動名目金額 800 

2 生動数量×単価 130 

3 工業統計 1220 

4 
その他（業界統計や仮

定に基づく推計など） 
250 

5 従来通り 410 
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平成 ",年は、原則経済センサスの工業統計相当データを利用することとなっているが、調査集
計において数多く生じる問題を緩和するために平成 "#年の代替推計を試算し、補正する必要があ
る。平成 "#年第二回経済センサス2活動調査の実施時には、調査時期が "月より遅くなることか
ら、工業統計相当のデータを利用できない。平成 ",年から利用している工業統計を利用しない、
新推計で主に生動を利用して &'(を推計することとなる。

2 これまでの試算結果 

試算結果の制度を見る際に基準年を除くと $"（確々報）が正確と考え、$"（確々報）からの
試算結果がどの程度成長し、$)（確々報）の成長率とどの程度乖離しているかが重要な情報とな
る。確々報からの乖離幅に基づいて、これまで 3省庁合同チームによって平成 "0年 )0月に代替
推計は $"に比べて最大 04+％のかい離幅が生まれると試算された。最近では "0)0年 -月にも本
格的なプロトタイプを用いた試算が実施され、図 )に挙げるように第 +回国民経済計算部会にお
いて依然として 04-％程度のかい離幅が確認された。)次統計において +割も基礎情報が減少する
影響を推計方法の改善で完全には補うことは難しいという限界を示している。今後深刻な問題と

して生動や工業統計の網羅性の低下が危惧される。既にデジカメなど一部の品目において、工業

統計の生産額が民間統計の生産額を下回る事例が出ていることから、今後網羅性を満たす民間統

計を組み合わせることが課題となる。

図 ) &'(成長率及びそれに対する項目別寄与度の状況  （単位 ％、％ポイント） 
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※ いずれも前年確々報からの&'(成長率に対する寄与度である。
出典：内閣府経済社会総合研究所5"0)06資料 1より引用。
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経済理論における諸指標の計測 

―公式統計利用上の課題― 

佐藤 拓也（中央大学）・東 浩一郎（東京立正短期大学）

１．課題 

 利潤率や剰余価値率、資本の有機的構成などの経済学の理論的諸指標を、国民経済計算（"#$
統計）や産業連関表を用いて計測することは、それに対応しうる総資本利益率や労働分配率、労

働装備率（＝有形固定資産（建設仮勘定を除く）／従業員数）といった通常の諸指標と比べて、

独自の意義を持つ。しかし他方で、そもそも "#$統計や産業連関表などの公式統計が、理論的
諸指標を計測することを目的として作成されていない以上、実際にこれらを推計しようとすれば、

そこには、独自の技術的・理論的な難しさ（諸課題）が生じる。

 そこで本報告では、最初にこれらの理論的諸指標を計測することの意義を、利潤率を例にあげ

て、通常の諸指標との比較を念頭におきながら示す。次に、理論的諸指標を計測する場合の独自

の困難性を示し、その困難が何を意味しているのかということを明らかにする。そして、こうし

た困難の解決を追求することは当然必要であるものの、むしろそうした困難性を自覚することが、

公式統計を利用した現代資本主義分析にとってより重要であるということを述べる。

２．理論的諸指標の独自の意義

理論的指標（広義利潤率） 理論的指標（狭義利潤率） 総資本営業（経常）利益率 %

分

子

剰余価値（＝付加価値‐生

産的労働者賃金総額）

剰余価値‐不生産的労働者

賃金等の不生産的費用

営業利益（または経常利益）

分

母 &

固定資本＋流動不変資本＋

可変資本

固定資本＋流動不変資本＋

可変資本＋不生産的費用

総資産

（注） &：分母はいずれもストック表示。%：通常は法人企業統計ベース。これに準じて国民経済計算（"#$統

計）ベースで算出することは、混合所得の扱いなどを別とすれば一応可能である。

'&(生産的労働・不生産的労働を区別することの意義
①生産と流通の区別 流通過程では、たとえば市場が供給過剰の状態にあって、商品の実現の

ためにどれだけ多くの追加的労働が投入されたとしても、価値は増大しないとみなされる。同

様に、市場が需要超過の状態でどれほど価格が上昇したとしても、それは価値の増大ではない。

これに対して、生産過程では、一定の技術を前提すれば、市場条件にかかわらず再生産費が確

定し、これが流通過程（市場）での価格の重心（基準）となる。この再生産費を形成するのが

社会的必要労働量（投下労働量）である。

②労働生産性「低下」の要因分解 現代資本主義の利潤率停滞の原因は、必ずしも生産的労働

者の労働生産性の低下（および労働分配率の上昇）ではなく、不生産的活動の増大が大きな要

因の１つであることを明らかにしうる。言い換えれば、生産的労働の相対的縮小という実体が、

総労働の生産性低下となって現象する。→理論的諸指標（広義利潤率）と比べた、理論的諸指

標（狭義利潤率）または総資本営業利益率の下方乖離の拡大（)* +,-./.0、+* 12345など）。

64



③補足的論点 統計上の総利潤（例；営業利益や営業余剰の総計）には、金融活動による利益

も含まれている。これらをすべて生産的労働によって生みだされた価値の再分配として捉えて

よいかどうかは独自の理論的課題である。たしかに、国民経済計算では、金融機関の産出額は

帰属利子＋受取手数料でありキャピタルゲインは含まないとされる。しかし、金融の利得をす

べて上述の産出額の一部として説明すること、より理論的には、金融利得を他部門の生産的労

働によって生みだされた価値の分配（移転）分と捉えることは、近年の金融の急激な
．．．

肥大化の

時期を、生産的労働の生産性の急激な
．．．

上昇の時期と捉えることにならざるをえないからである。

'%(可変資本ストックを分母に置くことの意義
可変資本'6(をフローで扱うこと、あるいは利潤率を簡便に+／7 '7は固定資本( とすること

は、賃金'6(と利潤'+(がともに付加価値'8(の分配分であるという視点からは妥当性を持つ。それ
にもかかわらず 6をストックとして置くことの意義は、6が単に付加価値の分配分ではなく投下
資本であり、この大きさが労働力需要を規定し、労働力商品の等価交換に基づいて剰余価値を含

む付加価値が生み出されるという剰余価値論の本来の視角と整合的である、ということにある。

⇒以上'&('%(とも、可変資本の投下によって生産的労働者が価値を生産し、それが不生産的部門
を含む経済全体に分配されるという実体を意識した分析視角を表している。

３．理論的諸指標計測の諸困難 

'&(生産的労働計測の困難性
・そもそも生産的労働・不生産的労働を区別する基準を与えること自体が長年の論争問題

・仮にそれが与えられた場合でも、実際の統計との差異（例；監督労働と実際の管理的職業従事

者の取扱い、産業×職業マトリックスの観点から見た産業別生産的労働者の区分の難しさなど）

'%(可変資本計測の困難性
・貸借対照表に可変資本に相当する項目はない。よって雇用者報酬年間総額のようなフロー数値

を資本回転率で除してストックを算出すべきであるが、回転率推計の確立された方法はない。

'9(「価格方式」と「価値方式」のそれぞれが持つ困難性 など  （その他の問題点は割愛）

４．現代資本主義分析のための公式統計利用 

簡易な利潤率の指標'+／7(を用いるならば、それを分解した要素である資本構成'逆数(や剰余
価値率も同様の扱いとなる'+／7＝6／7×+／6(。具体的には、資本の価値構成'7／6(＝実質
,:名目固定資本ストック／年間雇用者報酬、関連して、資本の技術的構成'7／;(＝実質固定資本
ストック／労働投入量 のようになる。これらは、価値構成の分母がストックでない点、技術的

構成の分子が物量表示でない点、両者とも流動不変資本ストックが捨象されている点などで、理

論的指標からは乖離しており上記２の意義も現してはいない。とはいえ、こうした計測値でも理

論を踏まえれば、現代資本主義の有意な分析は可能である。たとえば近年、7が伸び悩む下でも
7／;が増大→労働力過剰→賃金低下→7／6の 7／;を上回る増大→利潤率+／7の回復・上昇
傾向。これは経済成長率鈍化の下で利潤率だけが上昇する現代資本主義固有の停滞基調を表す。

よって、公式統計を利用して現代資本主義分析をする場合には、理論的指標と、簡易な計測値

ないし通常の諸指標との間の理論的・技術的な乖離の程度を自覚しておくことこそが重要である。
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生産性測定と資本の質 

 

橋本 貴彦（島根大学）

1. はじめに 

生産性にはいくつかの定義があるが，いずれも何らかの生産要素の投入量 "インプット# に対す

る生産量 "アウトプット# の比率によって定義する点では共通である。したがって，これらのイン

プットとアウトプットをどのように捉えるかは，生産性測定にとって本質的な問題である。とこ

ろが，投入量の測定，特に労働の質と資本の質の捉え方については，先行研究でも議論の分かれ

るところである。そこで本報告では，橋本・山田 "$%%&# での労働の質に関する議論を発展させ，

資本の質に関する先行研究の議論を整理し，資本の質や生産性の計測方法と経済学的な意味につ

いて明らかにする。

 資本の質の測定方法に関する先行研究を，'())(* +,- .(/01,2(, "3&4%#（以下 '5.モデル）と

61,-/789 "3&:;#（以下 61,-/789モデル），<()== "3&4:# （以下<()==モデル）の大きく三つの方

法に分類することができる。これらの方法は，固定価格表示の資本ストックという共通のデータ

を使用するが，部門内の異なるタイプの資本ストックを統合する方法に相違点がある。その結果，

三つの方法で作成された資本投入指数を用いた生産性は異なる傾向を示し，さらには生産性の持

つ経済的な意味も大きな違いを持つことになる。

2. 異なるタイプの資本財の換算 

異なるタイプの資本財の換算の問題について野村 "$%%># は以下の３点にまとめている。まず，

"+# 種類の異なる資産を共通のものに換算する問題，"?# 同種の資産で年齢の異なるものを共通の

ものへ換算する問題，"8# 複数年に渡る資産の耐用年数を生産期間（例えば１年）へ換算する問題

である。

 冒頭述べたように異なるタイプの資本ストックの統合の方法には三つあり，<()==モデルでは異

なるタイプの資本ストックについて特別の配慮をすることなく，市場価格で統合を行う。一方で，

'5.モデルでは資産タイプ毎に使用者費用を計測し，それを加重値として集計する。以下では"3#

式から"@#式にかけて '5.モデルの説明を行う。まず，使用者費用を以下のような式で計測する。

( ) ( ) { ( ) ( )}i
K k k i k ip T q T r T d T   "3#

( )i
K kp T ：A期の第 7産業の第 9種資産の使用者費用。 ( )k iq T ：A期の第 7産業の第 9種資産の価

格。 ( )r T ：A期の市場利子率 "全産業同一#。 ( )k id T ：A期の第 7産業の第 9種資産の減価償却率。

( )k iK T ：A期の第 7産業の第 9種資産の量。

'5.モデルにおいて"3#式でウエイトした資産は以下のような産業別資本サービスの成長率とし
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て計測される。

ln ( ) ln ( 1) [ln ( ) ln ( 1)] ( 1,2, , )i
i i K k k i k iK T K T v K T K T i n "$#

ただし，

1 1

1
[ ( ) ( 1)] ( 1, 2, , ; 1, 2, , )
2

i i
i K k k i K k k i

K k p p
i i
K k k i K k k i

k k

p K p K
v T T i n k p

p K p K
 "@#

である（61,-/789モデルについての説明は省略する）。

 

3. 小括 

 三つのモデルの特徴をまとめると表１のようになる。今回の報告では，'5. モデルと他の二つ

の方法を経済理論上の観点を中心に評価する。

① '5.モデルでは限界代替率が既知であるとし，総報酬に占める個別の資産の報酬を異なる質の

資産の集計に用いている（"$#式内の"@#式部分）。この方法では，投入量の計算の際に投入量の

情報だけでなく産出量の情報をも必要とする点に問題があると考える。

② 次に，生産性の経済的意味に関連する問題である。もし，資産償却率 ( )k id T の高い資産の構

成割合が高まると，"3#式の使用者費用で統合した"$#式の資本サービスは資本ストックよりも

高い成長率で推移するはずである。このような資本サービスで生産性を計測した場合，生産

性の定義から資産構成の変化を控除してしまうことになる。

（他の論点と実証上の観点からの評価は，当日資料で報告する。）

 

表 1 資本財の集計に関する三つの方法と生産性の経済学的意味 

モデル名 加重方法 換算した内容 生産性の経済学的意味

'5.モデル

61,-/789モデル

<()==モデル

使用者費用を各年変更

使用者費用を基準年固定

市場価格

"+#，"?#，"8#

"+#，"?#

"+#，"?#

なし

収益率の変化"①#

資産構成の変化，①

参考文献

野村浩二 "$%%># 『資本の測定‐日本経済の資本深化と生産性』，慶應義塾大学出版会。

橋本貴彦・山田 彌 "$%%&# ｢生産性計測と労働の質｣，『統計学』第 &B号。

'())(*C DE FE +,- .(/01,2(,C GE <E "3&4%#C HE IE J/(-K8L7M7LN '/(OLP ?N Q,-K2L/NC 3&>B5B@ C

Q, 61,-/789C .E +,- R+88+/+C SE 1-EC T1O G1M1)(*U1,L2 7, J/(-K8L7M7LN F1+2K/1U1,L +,-

V,+)N272C H,7M1/27LN (= WP78+0( J/122E

61,-/789C .E <E "3&:;#C J/(-K8L7M7LN A/1,-2X W+*7L+) +,- Y+?(/C Z1M71O (= [8(,(U782 +,-

IL+L72L782C R()E @4C T(E >E

IE J/(-K8L7M7LN

Z1M71O (= [8(,(U782 +,- IL+L72L782C R()E ;BC T(E $E

67



生産境界再考 

!"# %&'()*+,'- .')-(/&0 1#*'-2,(#&#( 

作間 逸雄（専修大学）

はじめに

本報告の目的は、345 の生産境界について議論することである。67345 の大きな貢献のひと

つは、生産境界を広狭２つの境界として提示したことにある。すなわち、「一般的生産境界」と「体

系の（345の）生産境界」である。この広狭二重の生産境界のうち、前者、すなわち、特定の統

計体系に依存しない「一般的生産境界」を画定する基準は、「委任可能性基準」（(#8#9/:,8,+0

*&,+#&,'-）と呼ぶことができるであろう。すなわち、ある活動が経済的意味で生産であるのは、

それが他の個人や経済単位に委任可能である場合である。それは、;<年代後半の=,88 >?6;;@ ?6;6A

や =/B&0802"0-［?6;;］の貢献に基づくものであるが、「第三者基準」の呼称で、家計生産（無

償労働）の分野で比較的早くから知られていたマーガレット・リードの古典的貢献（1#,( >?67CA）

を再発見したものでもあった。

第三者基準をめぐる諸問題と世界１基準の提唱

多くの国でサテライト分析として行なわれた無償労働の貨幣評価推計作業は、第三者基準の実

施経験となり、それに含まれる多くの問題を明らかにした。たとえば、何らかの活動の準備をす

るための時間（たとえば、通勤や通学、あるいは買い物のための移動、ボランティア活動のため

の学習のような時間）の取り扱いがそれである。

生産境界をめぐる、より原理的な問題もある。=,88 >?6;;Aは、教育、医療、防衛等、いくつか

の典型的なサービスの内容について吟味しているが、たとえば、教育サービスがどのような意味

で生産的なのか、その内容は、彼の言うとおり（また、345が規定しているように）学生（生徒）

の精神的変化に求められるのであろうか。一方、%0/++ >?66<Aは、ヒルの貢献をヒルの“=,88 2

"/8DEB/0 "')2#”と表現してその不十分さを指摘した。たとえば、勉強のように、委任可能性は

存在せず、生産境界外とされてはいるものの、仕事と近い性質をもち、いわば、社会的分業の一

環とみなせる活動が存在する。反対に、たとえば、著作や作曲など、FG345で生産境界外に配置

されていた活動が 67345 では生産境界内とされた。著作家や作曲家の仕事は、いったい、委任

可能なのであろうか。シェークスピアが『ハムレット』の著作を他人に委ねることができるとも

思われない。

一般的生産境界を画定するために、カール・ポパーの「３世界論」を援用することが有効な判

断材料を提供すると考えられる。実際、楽曲や文学作品は、ポパーの言う「世界３」の住人であ

る。ポパーによれば、「事物」――物的対象――の世界を世界１と呼び、思考過程のような主観的

経験の世界を世界２と呼ぶ。感情、気分、志向性、行動性行の世界でもある。世界３とは、（客観

的な）思考内容の世界である。それは、言明（真または偽）、理論（真または偽）、問題とその解
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決の世界である。さらに、道具、制度、芸術作品も世界３の住人である。経済的生産は、ポパー

の「世界１」の中で行なわれる活動であることを主張する。たとえば、「ハムレット」のような文

学作品は、ポパーの「世界３」に属するので、著作は、生産の境界外であると判断するわけであ

る。この基準を＜世界１基準＞と呼ぶ。著作家の仕事を文学作品という生産物をもたらす活動と

考えるとそれは生産ではない。また、教育サービスの内容を、それを受け取る個人の精神的変化

（世界２の変化）をもたらすものとみなす見解、排除される。それは、教育のアウトカムではあ

ってもアウトプットではないと考えるわけである。もちろん、通勤などの準備的活動は、それが

どの活動のための準備なのかを考慮して、たとえば、通勤は、仕事と一体化して、判定をする。

さらに、第三者基準の不十分さを是正するために、「役割交換可能性基準」を提唱する。すなわち、

共通の目的を達成するために、単位 5の役割（時間使用）と単位 .の役割（時間使用）が交換で

きるかどうかということを、前出の世界１基準に加えて、生産境界画定のために要請する。

345体系の生産境界

345という特定の統計体系のもつ生産境界、すなわち「体系の生産境界」をめぐる問題も多い。

持ち家の住宅サービスに関する帰属家賃（,HI)+#( &#-+）は、国民経済計算の誕生以来、議論さ

れてきた話題である。一方、家庭の主婦の家事労働は、経済的には生産であるが、JK%に含まれ

ないものの代表として経済学の教科書にしばしば登場した。67345は、この境界画定の根拠の説

明に成功したのであろうか。筆者は、＜社会的関心の対象となる生産要素＞がその（経済的）生

産に含まれているかどうか、ということが要請されていることを主張する。

参考文献

=/B&0802"0-@ L8, >?6;;A E 1#M,#B 'D N-*'H#

/-( O#/8+"@ P7 Q?RS

=,88@ !S%S >?6 1#M,#B 'D N-*'H# /-( O#/8+"@ P7 QCRS

=,88@ !S %S >?6;6A E,+E0')&2#8D /-( JK% 1#M,#B 'D N-*'H# /-( O#/8+"@ PT Q?RS

%'II#&@ U/&8 1S /-( V'"- WS X**8#2 >?6;;A !"# 3#8D /-( N+2 .&/,-@ 3I&,-9#&EY#&8/9S（カール・

1・ポパー＆ジョン・W・エクルズ／大村裕・西脇与作・沢田允茂訳『自我と脳（新装版）』新思

索社、P<<T年。）

%0/++@ J&/"/H >?66<A 5**')-+,-9 D'& !,H# Z2#@ 1#M,#B 'D N-*'H# /-( O#/8+"@ 7F Q?RS

1#,(@ [/&9/&#+ >?67CA X*'-'H,*2 'D =')2#"'8( %&'()*+,'-@ V'"- O,8#0S
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投下労働量計算と生産物及び労働の境界 

 

泉 弘志（ 大阪経済大学 ） 

はじめに

投下労働量計算"とは生産物に労働がどれだけ投下されているかを計算することである。従って、

実際に投下労働量計算をするには、それに先だって、生産物とは何か、労働とは何か、それらの

範囲・境界を具体的に定義しておく必要がある。

周知のようにマルクス経済学には、生産物とは物的財貨のみであるという説と物的財貨のみで

なくサービスも含むという説があり、長い間「生産的労働論争」あるいは「サービス論争」とし

て論争されてきた。私は #$年ほど前、投下労働量計算に関する研究を始めた時から、投下労働量
の計算は、生産物は物的財貨のみ、生産的労働は物的財貨を生産する労働のみと限定しても、生

産物には物的財貨のみでなくサービスも含み、生産的労働には物的財貨は生産する労働のみでな

くサービス労働も含むとしても、それぞれの範囲規定で投下労働量計算は可能であり、それぞれ

の計算にそれぞれの意義があると考えてきた。そして、生産物とは物的財貨のみであるという説

の人にも、生産物にサービスを含むという説の人にも、投下労働量計算の意義を理解していただ

こうと努力してきた。今もこの考え・立場は変わっていない。しかし、最近「サービス論争」に

関する文献%を少し読み返していて、投下労働量計算との関係で、考えておく必要があると思うこ

とが、いくつか、頭に浮かんだので、それについて述べ、同学の士に批判・検討していただき、

投下労働量計算の研究を深めていくのに役立てたい。

マルクス経済学者の論争ではほとんど触れられていないが、&'(には生産の境界に関する記述
がある。その記述には、投下労働量計算に関する研究を深めようという私の立場から、非常に参

考になると思う点と大きく違和感を覚える点との両方がある。これについても述べ、批判を仰ぎ

たい。

") 投下労働量計算の目的

投下労働量計算は経済分析においていろいろなことに役立つが、私は主に以下の *つの目的で
投下労働量計算を研究してきた。

① 労働を誰（どの階級階層）がどれだけ負担し、その成果を誰（どの階級階層）がどのような
ことにどれだけ利用しているかを計測するため 

② 直接労働生産性、固定設備生産性、原材料生産性を統合した総合生産性としての全労働生産
性を計測するため 

③ 労働量に比例する価格というものを定義したうえで計測し、この価格で生産物を集計し、国
際経済規模比較や経済成長率を計測するため 

2. マルクス経済学における生産の境界に関する議論について 

!"# マルクス経済学のサービス論争では生産の境界を価値論によって論じる議論が広く行わ

" 私の他の論文では投下労働量計算を全労働量計算と言っている場合があるが、同じことである。 
2 山田喜志夫(1968) 『再生産と国民所得の理論』評論社、刀田和夫(1993)『サービス論争批判』

九州大学出版会、金子ハルオ(1998)『サービス論研究』創風社、等々。
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れてきたが、生産の境界は、狭義の経済学の一部である価値論ではなく、広義の経済学に

もとづいて論じるべきである。

!%# 価値量より労働量がより基本的な範疇であり、投下労働量計算は単に価値量を計算するた

めの手段ではない。投下労働量計算は価値に対象化されない労働も含めて計算できるし、

その計算には独自の意義がある。

!&# サービスは「労働の機能」でなく「労働の成果」つまり「生産物」としても把握できる。

従って、サービスを生産するのに直接間接必要な労働を計算する投下労働計算は可能であ

るし、経済分析上有意義である。

3. ＳＮＡの生産の境界に関する記述について 

（1） SNAでは、労働無しの生産も存在する定義になっているが、生産をこのような定義にする

必要はなく、生産の主体は労働であると考え、労働無しの生産は存在しないという定義を

採用しても、経済分析上支障はなく、むしろその方が常識にもあう。

ＳＮＡが生産は労働が無くても存在するものとして定義していることは「持家居住者に

よる住宅サービス」というものを生産の境界内としていることに明確に表れている。しか

し、人が自己の持家住宅に住む時、ときおり発生する維持・修繕活動を別にすると、労働

は存在しない。持家住宅であろうと賃貸住宅であろうと、住宅は耐久消費財であり、それ

は居住者によって消費されているのであって、住宅がサービスをしているのではない。

（2） 93SNAには生産活動と生産活動以外の人間活動の境界について「他の人に代わりにやって

もらうことができる活動か否か」という基準がある。この基準は投下労働量計算の理論を

深めていく上でもおおいに参考になる。

「他の人に代わりにやってもらうことができるか否か」は、自分のための活動を生産活

動とそれ以外に区分する基準として（例：食事と炊事の間に境界線を引く）は有効である

が、他人のため・社会のためにしている活動は、そのようなふるいにかける必要はなく

（例：シェイクスピアはハムレットを他の人に代わりに書いてもらうことはできないが、

そのような活動も含めて）社会的分業の一環として行われている活動はすべて生産活動と

定義する方が、社会的分業の総体、経済構造を分析するのに、より有効なのではないか？ 

（3） 93SNAには財貨とサービスの区別についても興味ある記述がある。しかし、これについて

は、いろいろな観点から一層慎重に考察を加えていく必要がある

93SNAは「一般に、サービス産業に分類されるが、財の特徴の多くをもつ産出を生産す

る産業のグループがある。すなわち、そのことばの最も広い意味での情報、助言および娯

楽の提供、貯蔵、通信および普及―一般的あるいは専門的な情報、ニュース、調査報告、

コンピューター・プログラム、映画、音楽等の生産―に係わる産業である」と書き、これ

らの産業の産出物が一般の財貨、サービスと違った性格を持っていることを指摘している。

93SNAは、産出全体を、財貨、サービスとこのような産出物の 3つに分類していると読む

こともできる。 

 

参考文献：泉弘志（2010）「投下労働量計算と生産の境界について」『大阪経大論集』 
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